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平成２１年第１回北信広域連合議会定例会会議録（第１号） 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

北信広域連合告示 第１号 

平成２１年２月３日（火） 中野市豊田支所大会議室に開く。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成２１年２月３日（火） 午前１０時開議 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 議事日程（第１号） 

 １ 開 会 

 ２ 仮議席の指定 

 ３ 議席の指定 

 ４ 会議録署名議員の指名 

 ５ 会期等の決定 

 ６ 議案第 １号 北信広域連合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例案 

 ７ 議案第 ２号 平成２１年度北信広域連合一般会計予算 

 ８ 議案第 ３号 平成２１年度北信広域連合特別養護老人ホーム望岳荘事業特別会計予

算 

 ９ 議案第 ４号 平成２１年度北信広域連合特別養護老人ホーム高社寮事業特別会計予

算 

１０ 議案第 ５号 平成２１年度北信広域連合養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算 

１１ 議案第 ６号 平成２１年度北信広域連合特別養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予

算 

１２ 議案第 ７号 平成２１年度北信広域連合養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算 

１３ 議案第 ８号 平成２１年度北信広域連合特別養護老人ホームいで湯の里事業特別会

計予算 

１４ 議案第 ９号 平成２１年度北信広域連合特別養護老人ホーム菜の花苑事業特別会計

予算 

１５ 議案第１０号 平成２１年度北信広域連合特別養護老人ホームふるさと苑事業特別会
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計予算 

１６ 議案第１１号 平成２１年度北信広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計予算 

１７ 議案第１２号 平成２１年度北信広域連合公平委員会特別会計予算 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 本日の会議に付した事件 ……… 議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 出席議員 次のとおり（２３名） 

  １番 尾 澤 正 功 議員  １３番 富 井 耕 一 議員 

  ２番 荻 原   勉 議員  １４番 武 田 貞 夫 議員 

  ３番 山 本 一二三 議員  １５番 佐 藤 武 士 議員 

  ４番 小 林 喜美治 議員  １６番 竹 内 知 雄 議員 

  ５番 小 泉 俊 一 議員  １７番 青 木 豊 一 議員 

  ６番 渡 邉 吉 晴 議員  １８番 藤 木 八十治 議員 

  ７番 中 島   毅 議員  １９番 久保田 三 代 議員 

  ９番 西 條 豊 致 議員  ２０番 渡 邉   力 議員 

 １０番 山 岸 國 廣 議員  ２１番 小 林 克 彦 議員 

 １１番 武 田 典 一 議員  ２２番 湯 本 隆 英 議員 

 １２番 山 﨑 一 郎 議員  ２３番 佐 藤 正 夫 議員 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 欠席議員 次のとおり（１名） 

  ８番 南 雲 壽 美 議員   

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 次のとおり 

 事 務 局 長  青 木   正 主    査  嶋 田 敏 英 

 事務局次長補佐兼総務係長  保 科   篤 主    査  宮 本 秀 一 

 保険福祉係長  養 田 昭 二 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 説明のため議場に出席した者の職氏名 次のとおり 

 広域連合長  小田切 治 世 幹    事  白 鳥 久 男 

 副広域連合長  石 田 正 人 幹    事  日 台 吉太郎 
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 副広域連合長  竹 節 義 孝 幹    事  苅 和 速 雄 

 副広域連合長  芳 川 修 二 幹    事  保 坂 真 一 

 副広域連合長  河 野 幹 男 事務局次長  関 谷 竹 志 

 副広域連合長  島 田 茂 樹 望岳荘施設長  山 田 吉 廣 

 副 管 理 者  小 林 貫 男 高社寮施設長  豊 田 洋 輔 

 監 査 委 員  平 野 英 孝 千曲荘施設長  町 井 和 夫 

 会計管理者  豊 田 博 文 いで湯の里施設長  山 岸 元 春 

 幹    事  栗 原   満 菜の花苑施設長  片 塩 義 昭 

 幹    事  今清水 豊 治 ふるさと苑施設長  丸 山 正 光 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 （開 議）      （午前１０時００分） 

（開会に先立ち、青木事務局長が本日の出席議員数及び説明のために出席した者の職名を報

告する。） 

 １ 開 会 

議長（山﨑一郎君） ただいま報告のとおり、出席議員が定足数に達しておりますから、本議

会は成立いたしました。 

 これより平成２１年第１回北信広域連合議会定例会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第１号のとおりでありますから、

ご了承願います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ２ 仮議席の指定 

議長（山﨑一郎君） 日程２、仮議席の指定を行います。 

 平成２０年１１月１６日告示の中野市長選挙に、中野市議会選出の髙木尚史議員が立候補

したことにより、公職選挙法第９０条の規定により、辞職の通知がありました。また、

１２月２日付で飯山市議会選出の高橋正治議員、小林洋之議員、坂原シモ議員より、それぞ

れ辞職願いが提出され、地方自治法第１２６条の規定に基づき、辞職を許可いたしましたの

で報告いたします。 

 なお、今回新しく広域連合議会議員に選出された中野市議会から武田典一議員、飯山市議

会から小林喜美治議員、渡邉吉晴議員、佐藤正夫議員、以上の議員につきまして、議長より

仮議席を指定いたします。 
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 仮議席は、ただいま着席の議席を指定いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（山﨑一郎君） ここで、広域連合長からあいさつがあります。 

 小田切広域連合長。 

（広域連合長 小田切治世君 登壇） 

広域連合長（小田切治世君） 皆さんおはようございます。 

 本日ここに、平成２１年第１回北信広域連合議会定例会を招集しましたところ、ご出席い

ただきまして厚く御礼申し上げます。 

 私は、昨年１２月の北信広域連合長選挙において、連合長の職責を担当させていただくこ

とになりました小田切治世でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

 先ほど山﨑議長さんのお話にもありましたように、ことしの冬は本格的な降雪は例年より

少なく、私も本当はもうちょっと降って欲しいと思っているんですけれど、これは自然のこ

とだもんで、何とも言いようがありません。 

 当連合の平成２０年度事業の執行状況でありますが、厳しい財政事情の中、各組織市町村

及び関係各位の協力を得ながら、老人ホーム入所者の処遇等の施設運営を初め、ほぼ順調に

事務事業が執行できていると考えております。今後とも施設運営にありましては、経費節減

に努めながら、入所者やその家族の立場に立った、よりきめ細やかな介護サービスの提供が

できるよう努めてまいりたいと考えております。 

 さて、最近の我が国の経済動向でありますが、平成２１年１月の月例経済報告では、景気

は急速に悪化しているとの見解が示されており、厳しい経済状況が、今後とも続くことが危

惧されるところであります。 

 最近の雇用情勢におきましても、長野県内の有効求人倍率は、平成２０年１２月現在で

０．７２倍、同年８月以降１倍を下回る状況が続いており、特に製造業の悪化が目立ってお

ります。飯山職安管内の状況にありましては、同時期の有効求人倍率は、全体では

０．８３倍でありますが、臨時、季節的労働者を除いた常用パート労働者に関しては、

０．４９倍と厳しい状況であります。 

 構成市町村におきましても、景気が悪化している中、中小企業や農業などの経営不安や、

雇用不安に対処するため、経済対策本部を設置し、緊急支援のための相談窓口を設置するな

ど、地域の住民生活や企業活動の安心・安全が図られるように、関係機関と連携しながら、

それぞれ対応されているところであります。 
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 次に、本議会におきましては、議案として上程しております平成２１年度予算について申

し上げます。市町村財政の逼迫した中、健全財政の堅持を図り、さらなるサービスに取り組

むべく、限られた予算の範囲で最大の効果が得られるよう有効に配分させていただき、より

よい事業成果となるように予算化させていただきました。 

 特に施設運営において、施設の老朽化に対応するための計画的な改修が必要となってきて

おり、当連合の中で、最も建設年度の古い高社寮において、屋根の全面塗装や、クラック補

修などの大規模改修工事を行うこととしております。 

 また、各施設には財政の健全運営のため、財政調整基金を設置しておりますが、ふるさと

苑において建設時の起債償還への対応から、平成１９年度以降、基金を取り崩してきており、

財政調整基金の不足が懸念されることから、連合全体として、それを補うために各老人ホー

ム会計の独立採算を堅持しつつ、各施設が起債償還分を施設規模の割合で応援する形で、一

般会計へ繰り出しすることとしております。 

 なお、国において検討されてきた平成２１年度から３年間の介護サービスの報酬単価につ

いては、全体で３．０％引き上げる改正案が、昨年暮れに社会保障審議会で了承されたとこ

ろでありますが、これに関しましては、今後、詳細を検討して対応していきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 予算編成の細部につきましては、各議案の中でご説明申し上げますが、今後とも経費節減

に努め、効果的でかつ効率的な財政運営を図っていくとともに、サービスの向上に全力で取

り組み、北信地域の福祉増進及び地域振興のため、努力していきたいと考えております。 

 議員各位におかれましては、より一層の格別なご理解、ご協力をお願い申し上げる次第で

ございます。 

 最後になりますが、本日提案いたします議案は、条例案１件、新年度予算案１１件の合計

１２件であります。 

 よろしくご審議いただきますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきま

す。本日はどうもご苦労さまです。 

議長（山﨑一郎君） ここで、暫時休憩いたします。 

 （休 憩）      （午前１０時１１分） 

 （再 開）      （午前１０時１３分） 

副議長（湯本隆英君） 休憩前に引き続いて会議を再開いたします。 

 議長が議場に見えませんので、副議長がかわって議長の職務を行います。 
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 ただいま、山﨑一郎議員から議長の辞職願が提出されました。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（湯本隆英君） ご異議なしと認めます。 

 よって、この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題といたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程追加 議長の辞職について 

副議長（湯本隆英君） お諮りいたします。 

 山﨑一郎議員の議長辞職を許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（湯本隆英君） ご異議なしと認めます。 

 よって、山﨑一郎議員の議長辞職を許可することに決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程追加 日程の追加 

副議長（湯本隆英君） 議長の辞職許可によって、議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（湯本隆英君） ご異議なしと認めます。 

 よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程追加 議長の選挙について 

副議長（湯本隆英君） これより地方自治法第１０３条第１項の規定により、議長の選挙を行

います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項により、指名推選によりたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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副議長（湯本隆英君） ご異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 

 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（湯本隆英君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決しました。 

 議長に佐藤正夫議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名しました佐藤正夫議員を、議長の当選人と定めるにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（湯本隆英君） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました佐藤正夫議員が議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選されました佐藤正夫議員が議場におられますので、本席から会議規則

第３２条第２項の規定により告知いたします。 

 この際、佐藤正夫新議長のごあいさつをお願いいたします。 

 佐藤正夫議員。 

（議長 佐藤正夫君 登壇） 

議長（佐藤正夫君） ただいま議員各位の指名推選によりまして、議長に就任しました飯山市

議会の佐藤正夫でございます。もとより微力でございますが、精いっぱい務める所存でござ

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それにつきましても、議員各位、理事者の皆様、きょう出席の皆様、関係各位のご協力と

ご支援のほどを、なお一層お願い申し上げまして、あいさつといたします。 

 今後とも、ひとつよろしくお願いいたします。（拍手） 

副議長（湯本隆英君） ここで議長を交代いたします。 

 佐藤正夫議員、議長席にお着き願います。 

（議長 交代） 

議長（佐藤正夫君） 議長を交代いたしました。 

 ここで山﨑一郎議員から発言の申し出がありますので、これを許可します。 
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 山﨑議員。 

（１２番 山﨑一郎君 登壇） 

１２番（山﨑一郎君） ただいま発言を許可されましたので、このたび議長の職を退任するに

当たりまして、一言ごあいさつをさせていただきます。 

 平成１９年２月開催の広域連合議会定例会において、議長就任以来、微力ながらその職務

を務めさせていただき、本日ただいま退任させていただきました。これもひとえに連合議会

議員各位並びに連合長初め執行部各位のご指導、ご支援をいただいたたまものでございます。

心から皆さん方に感謝を申し上げる次第でございます。いろいろありがとうございました。 

 高齢化が顕著な地域の現実を思いますとき、広域議会の果たすべき役割は大変重要である

と思います。今後は一議員として、心新たに努力してまいる所存でございますので、皆様方

の変わらぬご指導、ご鞭撻いただきますようお願いを申し上げて、退任のあいさつといたし

ます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ３ 議席の指定 

議長（佐藤正夫君） 日程３、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条の規定により、議長において指定いたします。 

 議員の氏名とその議席の番号を、事務局長に朗読させます。 

（事務局長、議員氏名と議席番号を朗読） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ４ 会議録署名議員の指名 

議長（佐藤正夫君） 日程４、会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、 

 第１８番 藤木八十治 議員 

 第１９番 久保田三代 議員 

 を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ５ 会期等の決定 

平成２１年第１回北信広域連合議会定例会運営日程（案） 

会期:平成２１年２月３日（火）～２月９日（月） ７日間 
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月 日 曜日 時 間 会 議 摘  要 

２月 ３日 火 午前１０時 本会議

開会、仮議席の指定、議席の指定、会議録

署名議員の指名、会期等の決定、議案提案

説明 

４日 水  休 会 議案審査のため 

５日 木  〃 議案審査のため 

６日 金  〃 議案審査のため 

７日 土  〃 土曜日のため 

８日 日  〃 日曜日のため 

９日 月 午前１０時 本会議 議案質疑、一般質問、討論、採決、閉会 

 

議長（佐藤正夫君） 日程５、会期等の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期については、お手元に配付いたしました平成２１年第１回北信広域連合議

会定例会運営日程（案）のとおり決するにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（佐藤正夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期については、運営日程（案）のとおりと決しました。 

 なお、監査委員から報告のありました定期監査の結果を事前にお手元に送付してございま

すので、ご了承を願います。 

 議事に入る前に、以降、議案の「北信広域連合」の部分については、省略をさせていただ

きますので、ご了承願います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ６ 議案第 １号 北信広域連合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例案 

議長（佐藤正夫君） 日程６、議案第１号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 広域連合長から提案理由の説明を求めます。 

 小田切広域連合長。 

（広域連合長 小田切治世君 登壇） 
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広域連合長（小田切治世君） 議案第１号 北信広域連合特別職の職員で非常勤の者の報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案について、ご説明申し上げます。 

 本案につきましては、地方自治法の一部改正に伴い、現行の規定から議員の報酬の規定に

かかわるものを明確に分離するとともに、名称を議員報酬と改めるため、所要の改正を行う

ものであります。よろしくご審議お願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ７ 議案第 ２号 平成２１年度北信広域連合一般会計予算 

 ８ 議案第 ３号 平成２１年度北信広域連合特別養護老人ホーム望岳荘事業特別会計予算 

 ９ 議案第 ４号 平成２１年度北信広域連合特別養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算 

１０ 議案第 ５号 平成２１年度北信広域連合養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算） 

１１ 議案第 ６号 平成２１年度北信広域連合特別養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算 

１２ 議案第 ７号 平成２１年度北信広域連合養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算 

１３ 議案第 ８号 平成２１年度北信広域連合特別養護老人ホームいで湯の里事業特別会計

予算 

１４ 議案第 ９号 平成２１年度北信広域連合特別養護老人ホーム菜の花苑事業特別会計予

算 

１５ 議案第１０号 平成２１年度北信広域連合特別養護老人ホームふるさと苑事業特別会計

予算 

１６ 議案第１１号 平成２１年度北信広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計補正予算 

１７ 議案第１２号 平成２１年度北信広域連合公平委員会特別会計予算 

議長（佐藤正夫君） 日程７、議案第２号 平成２１年度一般会計予算から、日程１７、議案

第１２号 平成２１年度公平委員会特別会計予算までの１１議案を一括して議題といたしま

す。 

 広域連合長から提案理由の説明を求めます。 

 小田切広域連合長。 

（広域連合長 小田切治世君 登壇） 

広域連合長（小田切治世君） 次に、議案第２号から議案第１２号までの１１議案を、一括し

てご説明申し上げます。 

 なお、私が申し上げます項目は、主な予算の概要とさせていただき、内容につきましては、

各施設長等から説明させますので、あらかじめご了承願います。 
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 また、「北信広域連合」の部分につきましては、以降省略させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 初めに、議案第２号 平成２１年度一般会計予算についてご説明申し上げます。 

 本案の予算総額は、昨年度より７，８３８万８，０００円減の３億５，７６５万

８，０００円でございます。 

 それでは、歳入について主なものを説明いたします。 

 １款分担金及び負担金では、２億１，０７７万１，０００円を計上いたしました。これは

経常経費、介護保険事業費、老人ホーム建設にかかる起債償還金、病院群輪番制病院運営補

助事業及び障害者自立支援事業の継続事業分として、関係市町村からご負担いただくもので

あります。 

 ２款繰入金では、１億４，５２２万円を計上いたしました。特別養護老人ホーム建設時の

起債償還分など各施設特別会計からの繰入金であります。 

 続いて、歳出について主なものを説明いたします。 

 ２款総務費の１項総務管理費では、７，５９３万３，０００円を計上いたしました。主な

内訳は、特別職８人、一般職８人及び臨時職１人の職員の人件費などであります。 

 ３款民生費１項社会福祉費では、６，１２２万１，０００円を計上いたしました。主な内

訳は、一般職２人分の人件費などで１，２３２万２，０００円、介護認定審査会委員報酬、

要介護認定支援システム借上料などで１，７７６万円、望岳荘改築事業に充てたふるさと市

町村圏基金への償還金分などで２，９４１万８，０００円であります。 

 ４款衛生費では、病院群輪番制病院運営事業補助金として３，３８８万６，０００円を計

上しました。 

 ５款公債費につきましては１億８，４７２万４，０００円で、老人ホーム建設にかかわる

起債償還金として、元金分１億５，６７８万５，０００円、利子分２，７９３万

９，０００円を計上いたしました。 

 次に、老人ホーム特別会計に関しまして、各施設に共通する事項についてご説明いたしま

す。 

 構成市町村の負担軽減を図るため、施設建設時の起債償還分を各事業特別会計で継続して

支出することといたしました。 

 なお、菜の花苑事業特別会計については、起債借入時の経緯もあり、従来どおり市町村分

担金でお願いしてございます。 
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 次に、施設利用者への介護サービスの向上についてですが、看・介護の充実、機能回復訓

練の充実及びユニットケア充実に向けた適正な職員の人員配置を図りました。 

 次に、施設利用者の居室生活充実の面からは、車いす、電動ベッドなど介護医療用備品の

更新購入を予定しております。また施設の管理運営面では、灯油代節約のために導入した電

気給湯設備エコキュートの借上料、作業効率促進のための給食調理用備品の購入、快適な生

活を送るための居室の改修工事等を予定しております。 

 今後とも施設利用者の利便性の向上、介護福祉サービスの充実に向け、施設設備、体制強

化、職員研修等を健全経営の範囲内で図ってまいる所存でありますので、よろしくお願いい

たします。 

 次に、各施設の予算概要について説明いたします。 

 議案第３号 平成２１年度特別養護老人ホーム望岳荘事業特別会計予算について申し上げ

ます。 

 本案は、望岳荘の施設利用者９０人及び短期入所施設６床分の処遇にかかるもので、予算

総額は昨年度より３，３９１万８，０００円増の４億９６３万３，０００円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、施設利用者負担金３億

７，６３２万円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかる１款民生費が３億９，１９５万円であります。

新規拡大分として、主には施設の備品購入費に６８万３，０００円を計上いたしました。 

 ３款諸支出金では、財政調整基金積立金に１，６５４万３，０００円を計上しております。 

 次に、議案第４号 平成２１年度特別養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算について申

し上げます。 

 本案は、老人ホーム高社寮のうち、特別養護老人ホーム利用者７０人及び短期入所施設

６床分の処遇にかかるもので、予算総額は昨年度より３，７４６万８，０００円増の３億

５，６８０万９，０００円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、施設利用者負担金２億

９，６００万６，０００円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかる１款民生費が３億４，３３２万２，０００円で

あり、新規拡大分として、主には施設の耐震診断の結果、補強工事の必要はないが、施設の

老朽化に伴う必要な改修として、大規模改修を３年計画で実施することとし、その１年目と

して、屋根全面塗装等工事の施工に、養護会計と案分で５，５７６万円を計上いたしました。 
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 ３款諸支出金では、財政調整基金積立金に１，２４１万７，０００円を計上しております。 

 次に、議案第５号 平成２１年度養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算について申し上

げます。 

 本案は、老人ホーム高社寮のうち、養護老人ホーム利用者の処遇にかかるもので、予算総

額は昨年度より５０３万４，０００円増の１億３，０５７万円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、老人保護措置費負担金

８，６６７万１，０００円、特定施設利用者負担金３，２４８万２，０００円を見込んでお

ります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかる１款民生費が１億２，６５９万５，０００円で

あります。新規拡大分として、主には施設の大規模改修事業として、屋根全面塗装等工事の

施工に、特養会計と案分で１，２９２万１，０００円を計上いたしました。 

 ２款諸支出金では、財政調整基金積立金に２９７万５，０００円を計上しております。 

 次に、議案第６号 平成２１年度特別養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算について申

し上げます。 

 本案は、老人ホーム千曲荘のうち、特別養護老人ホーム利用者６０人及び短期入所施設

６床分の処遇にかかわるもので、予算総額は昨年度より６２６万８，０００円増の２億

９，０３３万２，０００円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、施設利用者負担金２億

５，７２９万９，０００円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかる１款民生費が２億７，４５０万８，０００円で

あります。新規拡大分として、主には施設の備品購入費１５８万１，０００円を計上いたし

ました。 

 ３款諸支出金では、財政調整基金積立金に１，４７０万４，０００円を計上しております。 

 次に、議案第７号 平成２１年度養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算について申し上

げます。 

 本案は、老人ホーム千曲荘のうち、養護老人ホーム利用者の処遇にかかわるもので、予算

総額は昨年度より８４９万５，０００円増の１億３，１１９万９，０００円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、老人保護措置費負担金

９，１５５万円、特定施設利用者負担金２，６９６万８，０００円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかわる１款民生費が１億２，００６万３，０００円
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であります。新規拡充分として、主には施設の改修、備品購入費に２２４万５，０００円を

計上いたしました。 

 次に、議案第８号 平成２１年度特別養護老人ホームいで湯の里事業特別会計予算につい

て申し上げます。 

 本案は、いで湯の里の施設利用者７０人及び短期入所施設１０床分の処遇にかかわるもの

で、予算総額は昨年度より１，８３７万４，０００円増の３億５，４６４万２，０００円で

ございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、施設利用者負担金３億

１，６０６万９，０００円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかわる１款民生費が３億４，２３６万１，０００円

であります。新規拡大分として、主には施設の改修、備品購入費に３０７万７，０００円を

計上いたしました。 

 ３款諸支出金では、財政調整基金積立金に１，１１７万１，０００円を計上しております。 

 次に、議案第９号 平成２１年度特別養護老人ホーム菜の花苑事業特別会計予算について

申し上げます。 

 本案は、菜の花苑の施設利用者６０人及び短期入所施設１０床分の処遇にかかわるもので、

予算総額は昨年度より２，１８６万９，０００円増の３億６３万円でございます。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、施設利用者負担金２億

７，７１６万８，０００円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかわる１款民生費が２億８，８６３万８，０００円

であります。新規拡大分として、主には施設の備品の購入に１７１万円を計上いたしました。 

 ３款諸支出金では、財政調整基金積立金に１，０９０万２，０００円を計上しております。 

 次に、議案第１０号 平成２１年度特別養護老人ホームふるさと苑事業特別会計予算につ

いて申し上げます。 

 本案は、ふるさと苑の施設利用者７０人及び短期入所施設５床分の処遇にかかわるもので、

予算総額は昨年度より２，３３２万７，０００円減の３億１，３１１万９，０００円でござ

います。 

 歳入では、主な財源であります１款分担金及び負担金として、施設利用者負担金２億

９，２８０万６，０００円を見込んでおります。 

 歳出では、施設運営と利用者処遇にかかわる１款民生費が２億９，５７３万７，０００円
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であります。新規拡大分として、主には当該施設整備起債償還金を他の施設からの繰出金で

補うことにより、前年度に比して３，３３２万８，０００円を減額計上いたしました。 

 ３款諸支出金では、財政調整基金積立金に１，６２８万２，０００円を計上しております。 

 次に、議案第１１号 平成２１年度ふるさと市町村圏事業特別会計予算について申し上げ

ます。 

 本案は、予算総額は昨年より３６０万３，０００円増の３，０３３万９，０００円でござ

います。 

 主なものを説明しますと、歳入では、１款財産収入として、ふるさと市町村圏基金運用利

子収入１，０６４万円、２款繰入金として、特別養護老人ホーム望岳荘建設事業貸付にかか

る元金返済分の繰入金１，７９５万３，０００円を計上いたしました。 

 歳出では、１款広域市町村圏振興整備事業費のうち、広域観光推進事業分として４９１万

７，０００円、市町村負担金軽減のため、要介護認定支援システムリース料に充当するため

の繰出金に３９９万１，０００円、また望岳荘建設事業貸付にかかる元金の返済に伴う積立

金として１，７９５万３，０００円を計上いたしました。 

 次に、議案第１２号 平成２１年度公平委員会特別会計予算について申し上げます。 

 本案は、予算総額が昨年度と同額の１４０万円でございます。 

 歳入では、１款分担金及び負担金で、共同処理する組織市町村等からの分担金１０１万

８，０００円などを計上いたしました。 

 歳出では、１款総務費として、委員報酬など１２５万２，０００円を計上いたしました。 

 以上、１１議案につきまして一括ご説明申し上げました。 

 先ほど前段で申し上げたとおり、各会計の主な詳細につきましては、事務局次長及び各施

設長から補足説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、資料といたしまして、主要事業の概要をまとめた「主要施策概要説明書」を事前に

お配りしてございますので、参考にご覧いただきたいと存じます。 

 よろしくご審議を願います。以上でございます。 

議長（佐藤正夫君） 続いて、事務局次長及び各施設長において、本案の補足説明がありまし

たらお願いします。 

（事務局次長 挙手） 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 連合長説明に補足いたしまして、事務局から若干の説明をさせて
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いただきたいと思います。 

 まず、議案第２号 平成２１年度一般会計予算についてでございますが、お手元の予算書

に基づきまして説明をさせていただきたいと思います。 

 まず歳入の関係では、４ページをご覧いただきたいと思います。分担金及び負担金では、

観光関係事業等をふるさと市町村圏基金会計へ移動したため、前年比１，０００万円ほど減

額になっております。 

 繰入金４，１００万円、諸収入２，７００万円の減額は、昨年、高社寮の耐震化工事を予

定したため予算が膨らんだもので、その分減額となりました。 

 続きまして、歳出の関係ですが、９ページへ飛んでいただきたいと思います。１款１項議

会費５７万４，０００円でありますが、議員報酬、議事録編集委託料等でございます。 

 続きまして、１０ページお願いします。２款総務費の中の１項総務管理費７，５９３万

３，０００円で、前年比３，２１６万３，０００円の減となっていますが、歳入のところで

申し上げましたとおり、高社寮の耐震化関係の減であり、２１年度は通常の年に戻ったとい

うことであります。なお、耐震化関係では、一般会計と高社寮事業特別会計等で起債の借り

入れや繰り出し、繰り入れ等が必要になったために、民生費の老人福祉費、あるいは高社寮

の特養、養護の特別会計でも、前年比で減額の部分が何度も出てきますが、よろしくお願い

をいたします。 

 続きまして、１３ページへ飛んでいただきたいと思います。一番下の２目企画費でありま

すが、当連合の広域計画が２１年度で期限切れとなりますので、２２年度からの計画につき

まして、基本計画審議会開催予定でございます。委員報酬等を計上させていただきました。 

 続いて、１５ページをお願いいたします。２項選挙費７万１，０００円でありますが、選

挙管理委員会定例会の運営費であります。 

 その下、監査委員費は毎月の出納検査、定例、定期検査、決算審査等にかかわるものでご

ざいます。 

 １６ページをお願いします。３款民生費の１項社会福祉費６，１２２万１，０００円であ

りますが、１目介護保険総務費としましては、事務局職員の人件費であります。 

 １７ページの下からでありますが、２目介護認定審査会費は、年間１４３回の開催を予定

している審査会の委員報酬、支援システムの借上料等が主なものであります。 

 １８ページの下、３目入所判定委員会費５万９，０００円は、養護老人ホームの入所要否

の判定会議の開催運営費でございます。 
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 １９ページへ行きまして、４目老人福祉費は、施設建設の際の借入金返済にかかる会計間

移動分でございます。 

 ５目入所検討委員会費は、特養ホームの入所順位を決定する会議の開催経費。 

 ６目障害程度区分認定審査会費は、年間１２回の開催経費でございます。 

 ２０ページでありますが、４款衛生費１項保健衛生費３，３８８万６，０００円、病院群

輪番制運営事業は北信総合病院、飯山赤十字病院への補助を予定しております。 

 その下、公債費は施設建設の際の起債償還分です。 

 一般会計は以上でございます。 

（望岳荘施設長 挙手） 

議長（佐藤正夫君） 望岳荘施設長。 

望岳荘施設長（山田吉廣君） それでは、望岳荘事業の特別会計につきましてご説明をさせて

いただきます。 

 ３３ページをおめくりをいただきたいと思います。歳入歳出予算の総額でありますが、

４億９６３万３，０００円でございます。前年比で３，３９１万８，０００円の増額になっ

てございます。 

 次に、３８ページをお願いをいたします。２の歳入でありますが、１款の分担金及び負担

金につきましては、稼働率の見直しを行いまして、１，１６６万１，０００円の増額になっ

てございます。３億７，６３２万円を計上してございます。 

 次に、３９ページをお願いをいたします。養護からの繰入金でありますが、起債償還にか

かわる負担金等でありまして、１，５９０万円計上してございます。 

 次に、４０ページでございますが、５款の繰越金では、１，３００万円を計上してござい

ます。以上が歳入の主な内容でございます。 

 次に、４１ページをお願いをいたします。３の歳出でありますが、１款の民生費１目の施

設総務費につきましては、総額３億７３７万１，０００円計上をしてございます。前年比で

１，９９９万４，０００円の増額となっております。主には嘱託職員２０名、それから一般

職員３２名の人件費でございます。 

 次に、４３ページでございますが、２目の施設管理費でございます。施設の管理運営にか

かわる費用といたしまして、総額１，２０３万６，０００円計上してございまして、前年比

で８９万円の増額になってございます。 

 ４７ページをお願いいたします。３目の施設生活費でございます。利用者の居室生活にか
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かわる費用として計上してございますが、総額で７，０４２万７，０００円計上してござい

ます。備品関係では１８節にございますが、車いす３台、それと電動ベッド２台の更新費用

として計上してございます。前年比では７１万２，０００円の減額になってございます。 

 次に、４８ページでありますが、４目保健衛生費でございます。総額２１１万

６，０００円でございまして、医薬材料費、それから入所者の各種検査手数料などが主なも

のでございます。 

 次に、４９ページをお願いいたします。３款の諸支出金の財政調整基金でありますが、

１，６５４万３，０００円計上をしております。以上が歳出の主な内容でございます。 

 なお、ただいま申し上げました概要につきましては、お手元の主要施策説明書の３ページ

に記載してございますので、またご覧をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

（高社寮施設長 挙手） 

議長（佐藤正夫君） 高社寮施設長。 

高社寮施設長（豊田洋輔君） それでは、議案第４号 平成２１年度特別養護老人ホーム高社

寮事業特別会計についてご説明申し上げます。 

 予算書の５９ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額でございますが、３億

５，６８０万９，０００円でございます。 

 続きまして、６２ページの事項別明細書１の総括をご覧ください。歳入歳出予算でありま

すが、前年度より３，７４６万８，０００円の増額でありまして、歳入につきましては、

２１年度から新たに実施いたします重度化対応加算に伴う負担金の増額でございます。 

 歳出につきましては、建物老朽化に伴う大規模改修工事による増額が主でございます。 

 歳入につきましては、ただいま申し上げたとおりでございますので、説明は省略いたしま

す。 

 次に、３の歳出について説明いたします。６７ページをお願いいたします。１款民生費

１項特別養護老人ホーム事業費について申し上げます。 

 １目施設総務費につきましては、総額２億１，６７６万６，０００円を計上いたしました。

対前年比１，９０５万２，０００円の減額で、前年度予算措置しました耐震診断関係の繰出

金の減額でございます。内容につきましては、産休・育休代替を含む嘱託職員１５名分の報

酬、それと一般職員２８名分の給料等の人件費関係と、ふるさと苑起債償還繰出金が主でご

ざいます。 
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 ６９ページをお願いいたします。２目施設管理費につきましては、施設の管理運営にかか

る費用であり、総額７，３６３万５，０００円を計上いたしました。対前年比５，５９７万

２，０００円の増額で、大規模改修工事によるものでございます。 

 この工事関係でございますが、７２ページをご覧ください。建物が老朽化しておりまして、

本年度実施いたしました耐震診断によりまして、建物の補修について指摘を受けましたので、

養護と案分で補修工事を計上いたしました。この補修工事でございますが、屋根の全面塗装

工事、シール工事、横樋の防水耐水工事、クラック補修工事でございます。このほかに暖房

の効力を上げるために、養護と案分で暖房配管内清掃工事及び職員トイレに洋式がございま

せんので、トイレの改修工事を計上いたしました。 

 次に、備品関係でございますが、老朽化に伴い、事務室のエアコンの更新など２点の購入

を計上いたしました。 

 ７３ページをお願いいたします。３目施設生活費につきましては、施設利用者の居室生活

にかかる費用としまして、総額５，１５１万６，０００円を計上いたしました。対前年比

３５９万５，０００円の減額でございまして、ボイラーの燃料を灯油から都市ガスに変えた

ことによる灯油代の減額によるものでございます。 

 ７４ページをお願いいたします、備品関係でございますが、老朽化及び利用者の重度化に

対応するため、電動ベッド６台など４点の購入を計上いたしました。 

 ７５ページをお願いします。４目保健衛生費につきましては、総額１４０万５，０００円

で、医薬材料費、入所者健康管理検査手数料等が主なものでございます。 

 続きまして、議案第５号 平成２１年度養護老人ホーム高社寮事業特別会計についてご説

明申し上げます。 

 予算書の８７ページをお願いします。歳入歳出予算の総額でございますが、１億

３，０５７万円でございます。 

 ９０ページ事項別明細書１の総括をご覧ください。歳入歳出予算でございますが、前年度

より５０３万４，０００円の増額で、歳入につきましては、入所者の減少によりまして民生

費負担金は減額となりますが、特定施設利用者負担金でございますが、入所者の重度化に伴

いまして、訪問介護事業所の介護員１人増員をして、身体介護の出来高報酬の増額を見込み

ました。 

 歳出につきましては、特養同様、大規模改修工事による増額が主でございます。 

 なお、歳入につきましては、ただいま申し上げたとおりでございますので、説明を省略い
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たします。 

 続きまして、３歳出について説明いたします。 

 ９５ページをお願いします。１款民生費１項養護老人ホーム事業費について申し上げます。 

 １目施設総務費におきましては、総額７，４７７万８，０００円を計上いたしました。対

前年比５１６万４，０００円の減額で、特養と同様、耐震診断関係の繰出金の減額でござい

ます。主には嘱託職員の報酬、それと一般職員の給料等の人件費関係が主でございます。 

 ９７ページをお願いいたします。２目施設管理費につきましては、施設の管理運営にかか

る費用であり、総額１，９５９万円を計上いたしました。対前年比１，２２０万

２，０００円の増額で、特養と同様、大規模改修工事によるものでございます。 

 １００ページをお願いします。工事関係でございますが、特養と同様、屋根の全面塗装工

事等の補修工事と、暖房配管内の清掃工事を、特養と案分で計上いたしました。 

 次に、備品関係でございますが、老朽化に伴い、支援室のエアコンの更新を計上いたしま

した。 

 次に、３目施設生活費につきましては、施設入所者の居室生活にかかる費用としまして、

総額３，１５１万４，０００円を計上いたしました。対前年比４６６万円の減額で、特養と

同様、灯油代の減額によるものと、入所者の減少による賄い材料費の減額でございます。 

 １０１ページをお願いします。４目保健衛生費につきましては、総額７１万３，０００円

で、医薬材料費、入所者健康管理検査手数料等が主なものでございます。 

 ただいま申し上げました概要につきましては、お手元の主要施策概要説明書の、特養に

あっては４ページ、養護にあっては５ページに記載してございますので、ご覧いただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

（千曲荘施設長 挙手） 

議長（佐藤正夫君） 千曲荘施設長。 

千曲荘施設長（町井和夫君） 続きまして、議案第６号 平成２１年度特別養護老人ホーム千

曲荘事業特別会計につきましてご説明を申し上げます。 

 予算書の１１３ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額は２億９，０３３万

２，０００円でございます。 

 次に、１１６ページ事項別明細書の１の総括をご覧いただきたいと思います。歳入歳出対

前年比６２６万８，０００円の増額となっております。歳入につきましては、収納率変更と
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介護サービス費の見込み増で８５２万８，０００円、繰越金で６５７万９，０００円の増額

と、これに伴う繰入金９００万円の減額が主な内容でございます。 

 歳出につきましては、嘱託職員の減員等に伴う報酬の減額及び正規職員の増員に伴う人件

費の増額、及び起債繰上償還分担金の減額などがその主な内容でございます。 

 続きまして、２の歳入につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますので、説明

を省略させていただきます。 

 次に、３の歳出について説明を申し上げます。予算書の１２１ページをお願いいたします。

１款の民生費１項特別養護老人ホーム事業費について申し上げます。 

 １目の施設総務費でございますが、総額２億１，６８０万３，０００円で、主には嘱託職

員１０名分の報酬、一般職員２６名分の給料等の人件費、それから繰出金が主なものでござ

います。対前年比では２９２万５，０００円の減額となっておりますが、この内容は一般職

人件費で２名増により増額となったわけでございますが、嘱託職員３名減による報酬の減額

と１２３ページ２８節の繰出金では、起債の繰上償還分担金の計上がなくなったことにより

まして、その減額がその主な内容でございます。 

 ２目の施設管理費につきましては、施設設備の維持保守等施設の管理料にかかる費用とし

て８５６万６，０００円を計上いたしました。対前年比では５８６万６，０００円の減額と

なっておりますが、工事費については当初計上がなかったために４５１万５，０００円の皆

減となりました。１２６ページの１８節の備品購入費につきましては、養護と案分でしたも

のでございますが、新たに食器戸棚購入を計上いたしましたが、大きな備品の購入がありま

せんでしたので、１０２万５，０００円の減額となったことが、この主な内容でございます。 

 ３目の施設生活費につきましては、施設利用者の施設での生活にかかる費用ということで、

総額４，７９８万８，０００円を計上いたしました。主には人件費でございますが、備品等

につきましては、介護用品の計画的な更新を図るため、電動ベッド、車いす等の購入を引き

続き計上したところでございます。対前年比では７５万１，０００円の増額となっておりま

すが、需用費で養護と案分で、エコキュート設備導入による電気料の増額等がその主な内容

でございます。 

 ４目の保健衛生費でございますが、利用者の健康保持のための医薬材料費等々でございま

す。総額１１５万１，０００円を計上いたしました。これはほぼ前年並みでございます。 

 特養会計につきましては、以上でございます。 

 続きまして、議案第７号の平成２１年度養護老人ホーム千曲荘事業特別会計につきまして
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ご説明を申し上げます。 

 予算書の１３９ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額は１億３，１１９万

９，０００円でございます。 

 次に、１４２ページお願いします。事項別明細書の１の総括表でございますが、歳入歳出

ともに前年比８４９万５，０００円の増額となっております。歳入につきましては、負担金

で１００万８，０００円の減額と、職員の人件費、基金積立金の増加に伴う繰入金

１，０００万円の増額が主なものでございます。 

 歳出につきましては、職員の人件費、積立金の増額が主な内容でございます。 

 ２の歳入につきましては、今、申し上げたとおりでございますので、説明を省略させてい

ただきます。 

 次に、３の歳出でございますが、予算書の１４７ページをお願いいたします。１款の民生

費１項養護老人ホーム事業費でございます。 

 １目の施設総務費におきましては、総額７，７１２万８，０００円で、これは嘱託職員、

一般職員の人件費が主なものでございます。前年比では６９７万２，０００円の増額でござ

いますが、この内容は一般職の人件費、異動等による人件費増、それから１４８ページ７節

の賃金では、介護サービスのための介護員１名の増による増額等がその主な内容でございま

す。 

 ２目の施設管理費につきましては、施設設備の維持管理運営にかかる費用ということで

７４８万１，０００円を計上いたしました。この主な内容につきましては、１５１ページ

１４節の使用料で、通年稼働となるエコキュート設備の借上料の増額、それから１５節の工

事費では、入所者の身体低下に伴う生活環境維持向上を図るということで、居室３室の改修

等の住環境整備を引き続き行うこととしました。１８節の備品購入費におきましては、特養

と案分で先ほど申し上げました食器棚の購入等がその主な内容でございます。対前年比で

８９万９，０００円の減額ということでございますが、工事費、備品購入費等の減額による

ものが主なものでございます。 

 １５２ページをお願いいたします。３目の施設生活費につきましては、施設利用者の施設

の生活にかかる費用ということで、３，４７２万円を計上いたしました。主には賄い材料費

を初め燃料、光熱水費等でございます。前年対比では５８万６，０００円の減額でございま

すが、燃料価格の下落等がその主な理由でございます。 

 ４目の保健衛生費でございますが、入所者の健康保持等々の費用として、総額７３万
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４，０００円、前年並みを計上させていただきました。 

 なお、ただいま申し上げました特養、養護の概要につきましては、お手元の主要施策概要

説明書の６、７ページに記載してございますので、ご覧いただければと思います。 

 千曲荘につきましては、以上でございます。 

（いで湯の里施設長 挙手） 

議長（佐藤正夫君） 次に、いで湯の里施設長。 

いで湯の里施設長（山岸元春君） 続きまして、議案第８号 平成２１年度特別養護老人ホー

ムいで湯の里事業特別会計についてご説明を申し上げます。 

 予算書の１６３ページをお願いいたします。歳入歳出の予算の総額は３億５，４６４万

２，０００円でございます。 

 次に、１６６ページの事項別明細書の１総括をご覧いただきたいと思います。歳入では対

前年比１，８３７万４，０００円の増額でありまして、これは１款分担金及び負担金での稼

動率を上げましたことと、それから起債償還の関係で繰出金が６６６万５，０００円の増額

となることから、４款繰入金の増額を予定をしているものであります。 

 続きまして、１６７ページの歳出につきましては、１款民生費では職員の人事異動等によ

る人件費、それから報酬等の増額と、それから３款の諸支出金では、ふるさと苑の起債償還

に伴う繰出金の増額などによるものでございます。 

 歳入につきましては、先ほど申し上げましたとおりでございますので、説明を省略させて

いただきます。 

 次に、１７１ページをお願いをいたします。３の歳出につきまして説明をいたします。

１款民生費１項特別養護老人ホーム事業費について申し上げます。 

 １目の施設総務費におきましては、総額２億７，４３５万３，０００円でございまして、

主に嘱託職員１４名分の報酬、一般職員２８名分の給料等の関係と、１７３ページにござい

ます、２８節の一般会計への起債償還の関係で支出します、対前年比６４４万７，０００円

などの増額にかかわるものでございます。 

 次に、１７３ページの２目施設管理費でございますが、施設の修繕、設備機械類の維持、

保守点検などの管理運営にかかわるものでありまして、総額１，２４４万９，０００円を計

上いたしました。対前年比７４９万３，０００円の減額は、今年度下水道管接続工事を行い

まして、終了しましたので、２１年度におきましては工事、備品等の購入が少ないことなど

でございます。主なものとしましては、１７６ページをお願いします。１５節工事請負費で
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ございますが、電気設備改修工事では、施設の方に引き込んであります電柱に設置されてい

ます高圧気中負荷開閉器が耐用年数のこの経過によりまして、誤作動による事故防止のため

に取りかえが必要となっているというふうなものでございます。１８節の備品購入の主なも

のとしましては、入所者の副菜を刻み食にするフードプロセッサーの購入費、また洗濯室の

大型洗濯機乾燥機の熱源に長年使用してきました蒸気ボイラーの傷みが激しいことから、あ

わせて４点の更新をお願いするものであります。 

 次に、１７７ページをお願いいたします。３目施設生活費におきましては、施設利用者の

施設での生活にかかる費用でありまして、総額５，３６０万７，０００円を計上いたしまし

た。介護用品の計画的な更新を行うために、１８節の備品購入関係では、電動ベッドを２台、

また利用者の事故防止にセンサーマット一つの購入を新たに計上させていただきました。 

 続きまして、１７８ページをお願いいたします。４目保健衛生費では、総額１９５万

２，０００円でありまして、利用者の健康保持のための医薬材料費、入所者の健康管理検査

手数料などが主なものでございます。 

 ただいま申し上げました概要につきましては、お手元の主要施策概要説明書の８ページに

記載してございますので、ご覧いただきたいと思います。 

 以上です。 

（菜の花苑施設長 挙手） 

議長（佐藤正夫君） 次に、菜の花苑施設長。 

菜の花苑施設長（片塩義昭君） 続きまして、議案第９号の２１年度特別養護老人ホーム菜の

花苑事業特別会計につきましてご説明いたします。 

 予算書の１８９ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額は３億６３万円でござい

ます。 

 １９２ページの事項別明細書をお願いいたします。２，１８６万９，０００円前年度比多

くなっております。歳入の方では分担金及び負担金で９４０万１，０００円ということであ

ります。これは利用者の負担金の実績を見たものであります。あとは繰入金、繰越金それぞ

れ増額となっております。 

 １９３ページの歳出では、民生費で２億８，８６３万８，０００円でございます。これが

歳出の主なものであります。 

 次に、歳出の概要についてご説明いたします。１９７ページをお願いいたします。 

 １款民生費１項特別養護老人ホーム事業費の１目施設総務費でありますけれども、総額
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２億２，０８３万５，０００円で、これにつきましては一般職員、嘱託職員の人件費と、一

般会計の繰出金が主なものでありまして、前年度に対して９５０万７，０００円の増であり

ます。この増の主な要因につきましては、嘱託職員の処遇改善などによります人件費の増と、

新たにふるさと苑起債償還負担分の繰り出しによるものであります。 

 次に、１９９ページをお願いいたします。２目の施設管理費におきましては、施設の管理

運営にかかわる費用であります。総額１，３２３万３，０００円を計上いたしました。前年

度に対しまして１３３万円の増であります。備品といたしまして、スチームコンベクション

オーブン１台の計上をいたしました。 

 次に、２０３ページをお願いいたします。３目施設生活費につきましては、施設利用者の

居室生活にかかわる費用で、５，２７７万６，０００円を計上いたしました。前年度に対し

て６９万８，０００円の増であります。 

 ４目保健衛生費につきましては、利用者の健康管理にかかわる費用で、１７９万

４，０００円を計上し、備品といたしまして、医療機器を購入するものであります。 

 ただいま説明しました概要につきましては、お手元の主要施策概要説明書の９ページに記

載してありますので、ご覧をいただきたいと思います。 

（ふるさと苑施設長 挙手） 

議長（佐藤正夫君） 次に、ふるさと苑施設長。 

ふるさと苑施設長（丸山正光君） 議案第１０号 平成２１年度特別養護老人ホームふるさと

苑事業特別会計につきまして、ご説明を申し上げます。 

 予算書の２１５ページをご覧いただきたいと思います。歳入歳出予算の総額は３億

１，３１１万９，０００円であります。 

 それでは、歳入から説明をいたします。予算書の２２０ページをご覧いただきたいと思い

ます。１款の分担金及び負担金でありますけれども、２億９，２８０万６，０００円であり

ます。前年度と比較いたしますと８８７万４，０００円の増であります。 

 １目一般利用者負担金では２億７，３３８万１，０００円でありまして、７８７万

１，０００円の増であります。これは稼働率の見直し等によるものであります。 

 ２目の短期利用者負担金では１，９４２万５，０００円で、１００万３，０００円の増で

あります。こちらにつきましても、稼働率の見直し等によるものでございます。 

 ２２１ページをご覧いただきたいと思います。４款の繰入金でありますけれども、

１，４０３万円でありまして、前年度比較２，７０６万５，０００円の減であります。 
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 １目の財政調整基金繰入金では５００万円でありまして、２，７０３万円の減であります。 

 続きまして、歳出についてご説明をいたします。予算書の２２３ページをお願いいたしま

す。また、主要施策概要説明書の１０ページも、あわせてご覧いただきたいと思います。 

 １款の民生費１項特別養護老人ホーム事業費について申し上げます。１目施設総務費では、

総額２億３，４３７万３，０００円でありまして、４，０７０万５，０００円の減額であり

ます。この主なものでありますけれども、一般職員２８人分と嘱託職員１３人分の人件費で

あります。２２５ページの２８節の繰出金でありますけれども、１，７６８万５，０００円

であります。先ほど来お話がありますように、他の五つの施設からご負担をいただきますふ

るさと苑の施設整備起債償還金につきましては、１，５６６万６，０００円でありまして、

３，３３２万８，０００円の減額であります。 

 ２目の施設管理費では、施設の管理運営にかかわる費用であり、総額で１，１０３万

６，０００円を計上いたしました。１１節需用費の修繕料でありますけれども、１６３万

５，０００円を計上いたしました。この中には排水ポンプ４台の修理、それから給水加圧ポ

ンプの修理等が含まれてあります。２２８ページ、１８節の備品購入費では、配ぜん用ワゴ

ン車１台、５万１，０００円を計上してあります。 

 ３目の施設生活費でありますけれども、施設を利用いたします、利用者の生活にかかる費

用といたしまして、総額４，８６７万５，０００円を計上いたしました。備品購入費では車

いすの購入、エアマットの購入を計上いたしております。 

 ４目の保健衛生費は、総額１６５万３，０００円でありまして、医薬材料費、入所者の健

康管理検査手数料などが主なものであります。 

 以上であります。 

（事務局次長 挙手） 

議長（佐藤正夫君） 次に、事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 続きまして、議案第１１号 平成２１年度ふるさと市町村圏事業

特別会計予算についてご説明を申し上げます。 

 ２４１ページでございますが、予算総額は３，０３３万９，０００円であります。 

 歳入の関係ですが、２４５ページをお願いをいたします。財産収入では基金の一部をより

有利な公共債への運用を始めまして、前年当初比で１８４万円ほど増になっております。 

 歳出の関係では、２４７ページめくっていただきまして、１款１項１目広域圏振興整備事

業費１，２３１万８，０００円でありますが、広域観光推進事業を初め各種里づくり事業を
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計上したほか、市町村分担金の軽減を図るため、一般会計への繰り出しを計上いたしました。 

 続きまして、議案第１２号 公平委員会特別会計予算ですが、２５１ページお願いします。

予算総額は１４０万円でございます。 

 歳入の関係では、２５５ページに市町村等の分担金の金額ありますが、それによりまして

歳出の方では２５７ページ、１款１項１目１２５万２，０００円でありますが、４回の定例

会と臨時会の運営費等でございます。 

 補足説明は以上です。 

議長（佐藤正夫君） 以上で事務局次長、各施設長の補足説明を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤正夫君） 以上で本日の日程は、全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。皆様ご苦労さまでした。 

 （散 会）      （午前１１時２２分） 
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平成２１年第１回北信広域連合議会定例会会議録（第２号） 

 

平成２１年２月９日（月） 午前１０時開議 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 議事日程（第２号） 

 １ 議案質疑 

 ２ 一般質問 

 ３ 討論、採決 

 ４ 議第 １号 北信広域連合議会会議規則の一部を改正する規則案 

 ５ 閉 会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 本日の会議に付した事件 ……… 議事日程に同じ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 出席議員 次のとおり（２３名） 

  １番 尾 澤 正 功 議員  １３番 富 井 耕 一 議員 

  ２番 荻 原   勉 議員  １４番 武 田 貞 夫 議員 

  ３番 山 本 一二三 議員  １５番 佐 藤 武 士 議員 

  ４番 小 林 喜美治 議員  １６番 竹 内 知 雄 議員 

  ５番 小 泉 俊 一 議員  １７番 青 木 豊 一 議員 

  ６番 渡 邉 吉 晴 議員  １８番 藤 木 八十治 議員 

  ７番 中 島   毅 議員  １９番 久保田 三 代 議員 

  ８番 南 雲 壽 美 議員  ２０番 渡 邉   力 議員 

  ９番 西 條 豊 致 議員  ２１番 小 林 克 彦 議員 

 １０番 山 岸 國 廣 議員  ２２番 湯 本 隆 英 議員 

 １１番 武 田 典 一 議員  ２３番 佐 藤 正 夫 議員 

 １２番 山 﨑 一 郎 議員   

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 欠席議員 次のとおり（なし） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 次のとおり 
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 事 務 局 長  青 木   正 主    査  嶋 田 敏 英 

 事務局次長補佐兼総務係長  保 科   篤 主    査  宮 本 秀 一 

 保険福祉係長  養 田 昭 二 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 説明のため議場に出席した者の職氏名 次のとおり 

 広域連合長  小田切 治 世 幹    事  白 鳥 久 男 

 副広域連合長  石 田 正 人 幹    事  日 台 吉太郎 

 副広域連合長  竹 節 義 孝 幹    事  苅 和 速 雄 

 副広域連合長  芳 川 修 二 幹    事  保 坂 真 一 

 副広域連合長  河 野 幹 男 事務局次長  関 谷 竹 志 

 副広域連合長  島 田 茂 樹 望岳荘施設長  山 田 吉 廣 

 副 管 理 者  小 林 貫 男 高社寮施設長  豊 田 洋 輔 

 監 査 委 員  平 野 英 孝 千曲荘施設長  町 井 和 夫 

 会計管理者  豊 田 博 文 いで湯の里施設長  山 岸 元 春 

 幹    事  栗 原   満 菜の花苑施設長  片 塩 義 昭 

 幹    事  今清水 豊 治 ふるさと苑施設長  丸 山 正 光 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 （開 議）      （午前１０時００分） 

（開議に先立ち、青木事務局長が本日の出席議員数及び説明のために出席した者の職名を報

告する。） 

議長（佐藤正夫君） ただいま報告のとおり、出席議員が定足数に達しておりますから、本議

会は成立いたしました。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第２号のとおりでありますから、

ご了承願います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 １ 議案質疑 

議長（佐藤正夫君） 日程１、これより議案質疑を行います。 

 なお、発言に際しては、議案にかかわる質疑についてのみお願いします。 

 議案第１号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す
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る条例案について願います。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤正夫君） なければ、次に、議案第２号 平成２１年度一般会計予算について願い

ます。ありませんか。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

議長（佐藤正夫君） １７番、青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） ２点ほどお伺いしたいと思いますが、一つは、特養の待機者数の増加

は一体どうなっているのか。現状についてお伺いをしたいと思います。 

 それから２点目は、職員の健康管理の問題についてでありますけれども、今、これは全体

にかかわっていますので、ここでやった方がいいと思うんですが、よろしいでしょうかね。 

議長（佐藤正夫君） どうぞ。 

１７番（青木豊一君） いいですか。本会計のところではあれかと思いますけれども、特に介

護職場における介護、看護職員の重労働に伴う腰痛等、さまざまな問題が発生しているわけ

ですけれども、当管内における実態についてお伺いをしたいというふうに思います。また、

病欠の状況もあわせてお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） ただいまの質疑について、わかる範囲でお答えしたいと思います。 

 まず、特養の待機者数でございますが、１月の下旬、毎月検討委員会をやるんですが、

１月の下旬の検討委員会以後の時点で、２４２人の待機者が現在おります。 

 それと、職員の健康管理の関係ですが、私ども事務局の方で把握していますのは、７日以

上の療養休暇ということになるんですが、本年度、２０年度では婦人科系が２人、精神科

系・神経系が３人、内科系６人、外科系が６人、この中に腰痛の方が４人ということであり

まして、７日以上で聞いたところなんですが、特に腰痛の関係につきましては、仕事が仕事

ですし、大半の方が不安を抱えているというのが実際になっております。 

 以上です。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員、よろしいでしようか。 

 青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） 待機者の数についてですけれども、この間、新たな特養の施設の増設、

あるいはまた定員増を図っていないわけでありますけれども、いわゆる待機者数が減少して



 

－ 32 －  

いるというふうに判断するわけですけれども、この要因がどういうところにあるのかどうか、

これまで例えば入院されている皆さん方が対象に入っていたのが外されるとか、そういうこ

とも言われておりますけれども、この内容について、減員の要因についてお伺いしたいとい

うことが１点です。 

 それから、あわせてフランセーズ悠さかえが、新設されて２年目になっているわけですけ

れども、ここへの入居状況についてお伺いをしたいというふうに思います。 

 それから、健康管理の問題についてでありますけれども、今お答えがありましたように、

いわゆる７日以上のお休みの方が結構おいでになるわけであります。そこにこの介護職場に

おける非常に精神、心身とものいわゆるその厳しさといいますか、環境の反映かというふう

に思うわけでありますが、こうした問題の改善について、本予算でもメンタルとか、あるい

はまた健康診断が実施されているわけでありますけれども、具体的なこうしたものに対する

本年度の新たな改善に向けての施策というものが、どのようにご検討されておられるのかど

うか、その２点についてお伺いしたいというふう思います。 

 なお、済みません、これは嘱託職員が入っているかどうか、あわせてお伺いしたいと思い

ます。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 今のお話でございますが、まず最初に、待機者がふえていないと

いいますか、減傾向にあるんですが、その要因は何かというようなことでございます。私ど

もも十分な分析をしているわけじゃないんですが、いろいろお話を聞いたりする中では、こ

の圏域内にも在宅介護をフォローするような選択肢といいますか、例えばショートのベッド

数がふえてきていますし、あとグループホーム、デイサービス等、そういった民間サービス

がふえてきているということの中で、在宅でも何とかやっていけるというような方がふえて

きているのかなというような気はしています。現に、私どもの方のショートの利用率も、少

しずつ緩和されてきているわけなんです。そういったところに原因があるのかなというふう

に見ております。 

 それと、フランセーズの入居状況でありますが、直近の、毎月報告いただいているんです

が、直近の状況で６１であります。ただ、この中で１月に、１２月ですか、１月にいただい

た報告なんですが、１２月にお２人お亡くなりになられているということの中で、そのかわ

りといって、また管内から入れていただくと思うんですが、大体常時６３人ぐらいで推移し

ているという状況でございます。 
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 それと、健康管理の関係なんですが、今お話しありましたとおり、私どもの方でメンタル

ヘルス、あるいは人間ドック等健康診断やっておるんですが、今のところはそんなような対

応で、２１年度もやっていくというようなことで、新たにどうとかということはないんです

が、例えばメンタルヘルスの内容を、少し工夫したりしながらやっていきたいというような

つもりでいるところでありまして、何かうまい方法があれば、またそんなものも取り入れて

いきたいなという気持ちではいます。 

 それとですね、嘱託の人数が入っているのかということでありますが、嘱託は入っており

ませんので、よろしくお願いします。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員、よろしいでしょうか。どうぞ。 

１７番（青木豊一君） 済みません、最初に待機者の問題についてですけれども、今、お答え

では十分な分析がされてないということですけれども、例えば、これまで希望されておられ

た方が入所を辞退されるとか、例えば今お話がありましたように、ショートステイに変更さ

れるとか、いわゆる既存の希望者が辞退された内容と、あわせて、この新たに申請を希望さ

れる方が、どのような背景でここにあるか、わかりましたらお答えいただければというよう

に思います。 

 それから、職員の健康問題についてでありますけれども、一つは今お答えがありましたよ

うに、正規職員のみの実態調査であるわけですが、管内の介護・看護職員の中における嘱託

職員の比率は三十数％というふうな比率になっているわけであります。言うならば３人に

１人以上は嘱託職員がいると、こういう中で、当然やはり嘱託職員の健康状態も、私たちと

しては同じ仕事をされているわけですし、勤務条件もほぼ同様ですから、このことについて

もどういう現状になっているか、あわせてお答えいただきたいことが１点。 

 もう一つはやはり、私はやはりこういう原因は、発生の減もですね、やはりチェックして

いくということが大事ではないかと。それにはやはり職場におけるこういう問題を発生しな

い、そういう取り組みが、それぞれの施設や、あるいは労働組合などで、どういうふうなや

はり意見や要望があるのかどうか。全くこのことについて、職員から改善に対する具体的な

提案がないのかどうか。また、あったらその内容等、それに対する対応について、あわせて

お伺いしたいというふうに思います。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 最初の、入所希望者の辞退の関係ですが、辞退については、そん

なに数が多くないわけでありますが、例えばいざ入所調整に入った段階で、空きましたよと
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いったときに、申し込みしてあるんだけれども、まだうちで見れるからいいですよという方

は、年に二、三人程度だと思います。あとは特段待っている段階で、うちは申し込みしたけ

れど、やっぱりやめておきますという方は、ほとんどおりません。お亡くなりになる方はあ

る程度あります。 

 それと、嘱託職員の健康状態のことですが、特に正規職員のような形で療養休暇というこ

とでは、出てくる例はほとんどないんですが、まれに、ちょっと不安を抱えているような方

は、ひどくなる前にやめますというような方は、たまにお見えになります。 

 それと労働組合等からのどうしろこうしろという話は、具体的にはないわけでありまして、

一緒に実際に働く方の要望については、一緒に検討していかなければならないかなというふ

うに思っています。 

 それと研修の関係では、先ほど申し上げましたメンタルヘルスの研修会等、嘱託職員の方

にも、ぜひ出ていただくようにということで、今年度からはやっております。 

 以上です。 

議長（佐藤正夫君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤正夫君） なければ、次に、議案第３号 平成２１年度特別養護老人ホーム望岳荘

事業特別会計予算から、議案第７号 平成２１年度養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算

までの５議案について願います。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

議長（佐藤正夫君） １７番、青木豊一議員。 

１７番（青木豊一君） お伺いをしたいと思いますけれども、ご承知のように、今、経済不安

が非常に強まってきているわけですけれども、特別養護老人ホームでも、窓や床の清掃委託

をされているわけです。既に施設によりましては、そうした形で社協等の皆さん方が委託を

受けて実施されている、高水福祉会ですか、されているところもあるわけですけれども、し

かし、まだ現状は少数派になっているわけです。そういう点で、２０年度（同日、２１年度

の訂正あり）の予算の執行に当たって、この委託契約について、そうした障害者施設、ある

いは障害者団体等に委託の契約を拡大される、そういうお考えがあるのかどうか、あるとす

れば具体的にお伺いをしたいというふうに思います。 

 それからもう１点、ちょっとお伺いしたいんですが、各施設の賄い材料についてですが、

毎年同額になっているんですが、特に今、賄い材料費が高騰してくる中で、いわゆる食材の
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鮮度や質を落とさないで、前年と同額という、こういうやはり賄い材料で、十分やはり施設

の入居者の食の安全が保たれるのかどうか、このことについてお伺いしたいというように思

います。 

議長（佐藤正夫君） 青木豊一議員にお聞きしますが、ただいま２０年度の予算とおっしゃい

ましたが。 

１７番（青木豊一君） 失礼いたしました。２１年度に訂正させていただきます。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 清掃等の委託の状況と、今後の見込みというような形でおっ

しゃったんですが、今、障害者の関係にお願いしている、清掃に限って言えば、いで湯の里

とふるさと苑が、高水福祉会のふっくら工房の方へ清掃はお願いしております。そのほかは

シルバー等に、あとはパート等でお願いしておるわけでございますが、２１年度に向けても、

いで湯とふるさとという形で、そのほかは２０年度どおりという形で行く予定にしてござい

ます。お願いします。 

 それと、賄い材料費の関係でありますが、これも前年どおりということの中で、２１年度

も予算を組んだわけでありまして、栄養士の方からも特段お話はございませんし、一定程度

のものは聞いてできているし、行けるなというふうな理解でおります。 

 以上です。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員、よろしいでしょうか。 

青木議員。 

１７番（青木豊一君） シルバーの皆さん方の仕事が必要ですから、それを無理して切りかえ

ろということは言いませんけれども、しかし、全体として、地域の雇用や経済の活力を高め

ていくという点で、そのほかの分野についても十分考慮して、地域に仕事を回るようにお願

いをしたいというふうに思います。 

 それから、賄い材料の問題についてですけれども、お年寄りの皆さん方では、さまざまな

やはり食事をとっておられるわけですけれども、えてして民間などのお話を聞きますと、食

材が非常に安価になっているというようなこともお伺いするわけです。やはり入居されてい

る皆さん方は、先ほどの辞退ではありませんけれども、ここを好んでおいでになられる方も

おいでですが、同時に家庭の事情等を含めて、やむを得ず入居されている方もおいでかと思

うわけですが、それだけに、やはり食についても十分入所者に配慮した、安全で予算の許さ

れる範囲、予算というか、おいしい食事が提供できるように、ぜひ運用の中で対応していた
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だければというふうに思いますが、お考えだけお伺いしておきます。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 限られた予算ではございますが、その中で精いっぱい対応したい

というふうに考えております。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員、よろしいでしょうか。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤正夫君） なければ、次に、議案第８号 平成２１年度特別養護老人ホームいで湯

の里事業特別会計予算から、議案第１０号 平成２１年度特別養護老人ホームふるさと苑事

業特別会計予算までの３議案について願います。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤正夫君） なければ、次に、議案第１１号 平成２１年度ふるさと市町村圏事業特

別会計予算について願います。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

議長（佐藤正夫君） １０番、山岸國廣議員。 

１０番（山岸國廣君） 議案第１１号でありますが、まず１点は、収入の部分で財産収入の関

係で利子及び配当金、前年度に比較して多くなっているようですが、こういう経済情勢の中

で、基金の運用については、大変ご苦労をされておるのかなというふうに思うわけでありま

すが、今年度、特にこういう経済状況の中で、工夫をされたり、特に運用の部分で創意工夫

をされている部分がございましたら、お願いをいたします。 

 それから、歳出の部分で委託料でありますが、広域観光推進事業の中で、それぞれ各市町

村に委託をされている事業かと思うんですが、それぞれどこの市町村へ委託をされ、具体的

どういう事業に委託をされているのか、お願いをいたします。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） ふるさと市町村圏基金の関係でご質問がありましたが、基金運用

の関係では、昨年から１０億円のうち７億２，０００万円、全部で７億２，０００万円なん

ですが、公共債といいまして、国債のようなものなんですが、地方公共団体が発行するもの

なんですが、そこへ運用をいたしてございます。３本ありまして、一番高いもので１．１％

というようなことで運用してございます。そのほか望岳荘への貸し付け、これは平成１３年

度からなんですが、１％で２億８，０００万円ほど運用してございます。 
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 それと、歳出の関係で委託料でございますが、２０年度の部分でよろしいですか。ことし

の２１年度部分。 

１０番（山岸國廣君） ２１年度の計画があって、こういう積算をされているということで。 

事務局次長（関谷竹志君） それじゃあ２１年度ですね。ちょっと申しわけありません。 

 申しわけございません。２１年度の予定ですが、中野市１３０万円、ふるさとの文化祭等

の推進事業ということで、音楽イベントの申し込みがございました。野沢温泉村５２万円ほ

どなんですが、スキー大会。それと栄村５０万円も、スポーツの里づくり事業ということで

申し込みがあって、それらを予定してございます。 

議長（佐藤正夫君） 山岸議員、よろしいでしょうか。 

 山岸議員。 

１０番（山岸國廣君） 今、文化の里づくり事業とスポーツの里づくり事業が説明あったんで

すよね。観光の里づくり事業も委託事業にはなっているんですか。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 市町村委託事業では、２１年度はない予定です。 

議長（佐藤正夫君） 山岸議員、よろしいでしょうか。 

 山岸議員。 

１０番（山岸國廣君） ２１年度事業、観光の里づくり事業で、１３１万円ほど積算をされて

いるんですが、この内容のことを質問しているんです。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 申しわけございません、２１年度の観光の部分につきましては、

事務局で行う広域観光事業で使う予定にしてございます。そちらの方から、事務局で使うの

は、観光関係で言えば５００万円ほどの予定にしておりますが、ホームページの更新委託で

すとか、ポスター、広域観光マップ、それと管内７カ所にありますキヨスク端末の維持管理

等で、観光関係は使う予定にしてございます。 

 よろしくお願いします。 

議長（佐藤正夫君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤正夫君） なければ、次に、議案第１２号 平成２１年度公平委員会特別会計予算

について願います。 

（「なし」の声あり） 
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議長（佐藤正夫君） ありませんので、以上で議案質疑を終結いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ２ 一般質問 

平成２１年第１回北信広域連合議会定例会一般質問発言順位表 

 

発言

順位 
件        名 

質 問 者 
答弁者 

議席 氏  名 

１ 

北信広域観光の推進について 

１５ 佐藤武士議員 広域連合長
老人ホーム高社寮及び老人ホーム千曲荘の建て替

えについて 

２ 介護保険関係について １７ 青木豊一議員 広域連合長

 

議長（佐藤正夫君） 日程２、これより一般質問を行います。 

 本定例会における一般質問の発言順位につきましては、お手元に配付いたしてあります発

言順位表のとおりでありますから、ご了承願います。 

 順位１番、北信広域観光の推進について。老人ホーム高社寮及び老人ホーム千曲荘の建て

替えについて。 

 １５番、佐藤武士議員。 

（１５番 佐藤武士君 登壇） 

１５番（佐藤武士君） １５番、佐藤武士。おはようございます。それでは通告に従って質問

してまいりたいと、こんなふうに思っております。 

 北信広域議会の各市町村の財政の弾力性を示す、平成１８年度の経常収支比率の平均は

８７．８％、長野県市町村の平均値８２．５％に比べまして、非常に高い数字となっていま

す。平成１８年度山ノ内町の経常収支比率は７６．２％で、管内では最も低かったものの、

平成１９年度は２月から３月にかけての豪雪、そしてまた算出式の数値の見直しということ
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で、１９年度は８８．９％、１２．７％の上昇であります。ほかの自治体にも同様な状況が

予想されます。 

 また、アメリカ経済の失速による世界経済の混乱は、日本の各企業の大幅な収益の減少を

招き、発表される決算額は軒並み赤字レベルとなっております。これは自治体の財政への影

響は必須であり、財政の硬直化が一層進むのではないかと心配しております。各自治体とも

一般会計からの繰出金、あるいは拠出金をどう減少させるのか、大きな課題となっておりま

す。 

 当広域議会におきましても、この状況をかんがみ、効率的で効果的な事業の推進運営を図

ることについて、一層の努力が求められております。 

 それでは、通告に従って質問してまいります。 

 １、北信広域観光の推進について。 

 （１）２１年度の事業計画は。 

 （２）今後の推進と課題、広域連合の果たす役割は。 

 （３）多摩市で行った観光キャンペーンの経費、そして反応と効果は。 

 大きな２番、老人ホーム高社寮及び老人ホーム千曲荘の建て替えについて。 

 （１）タイムスケジュールはどうなっているのか。 

 （２）ＰＦＩ導入について研究されたかどうか。 

 再質問は、自席にて行います。 

議長（佐藤正夫君） 小田切広域連合長。 

（広域連合長 小田切治世君 登壇） 

広域連合長（小田切治世君） 皆さんおはようございます。ご苦労さまです。 

 ただいまの佐藤議員のご質問にお答えいたします。 

 初めに、北信広域観光の推進に対する平成２１年度の事業計画でございますが、主に北信

州の観光ＰＲをメーンとする情報発信事業を継続的に行っていくこととしております。 

 主な内容でございますが、北信広域観光ポスターとチラシの作成・掲出、及び管内関係者

への配布、広域観光ホームページ遊楽ながのにおける特産品のプレゼント企画、広域観光

マップの作成、情報誌への記事掲載等を予定しております。 

 また、新たな事業としまして、圏域内交流事業の意味も含め、地域住民から参加者を募り、

北信州の観光名所や文化施設を回る北信州観光ツアーを行い、自分たちのふるさと北信州を

再確認し、広域連携の必要性を深める事業も計画しております。 
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 事業の推進につきましては、県及び市町村の観光担当職員と民間委員２名で組織する広域

観光事業推進検討委員会で内容を検討しながら、効果的に実施できるよう取り組んでまいり

たいと考えています。 

 次に、今後の推進と課題、広域連合の果たす役割についてでございます。当広域連合では、

前回の１０月議会でも答弁いたしましたが、平成１８年度に広域観光方策研究会、平成

１９年度に広域観光ワーキンググループ、さらに広域観光事業推進検討委員会を組織し、誘

客につながる北信州の知名度アップを中心に取り組んできたところであります。 

 具体的には、先ほど申し上げたとおりホームページやポスターなどを活用し、当広域連合

管内の観光名所や季節に応じたイベント情報など、北信州の知名度向上に向けた情報発信を

行うとともに、今後につなげるアンケート調査を行い、その結果を市町村に情報提供するな

ど、広域観光の推進に努めているところであります。今後の広域観光の推進につきましては、

構成市町村内でも観光に対する取り組みや考え方に温度差がある中、連合として、今後どこ

まで観光事業に取り組むのか、各市町村財政も非常に厳しい状況ですので、慎重に検討しな

がら進める必要があると考えております。 

 次に、東京都多摩市で行った観光キャンペーンについてでありますが、１１月８、９の

２日間、市町村の観光担当職員にもご協力いただき、実施いたしました。実施した内容は、

来場者の方に北信州の知名度などについて簡単なアンケート調査を実施し、キノコ、米、野

沢菜、スキー場リフト券、宿泊券等を景品とした抽選会を行いました。 

 経費につきましては、景品代で３３万３，０００円、会場使用料と設営委託料で１５万

７，０００円、旅費、運搬費で２９万円、合計で７８万円の経費であります。 

 なお、リフト券につきましては、各市町村から協賛をいただき、実施した結果につきまし

ては、２日間で６０８人の方にアンケートのご協力をしていただきました。 

 アンケート調査の結果を見ますと、夏のイメージがなかったので夏に行ってみたい。食べ

物がおいしそう。自然がたくさんあり、空気がきれい。そういった意見が多くありました。

北信州の名前を知っている人は約半数、北信州を訪れたことがあると答えた方も半数近くあ

り、懐かしく感じた。また行ってみたいという方もおられ、一定のＰＲ効果があったものと

思います。 

 なお、今後は配布いたしましたリフト券や宿泊券の使用状況を調査し、効果を検証したい

と思いますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 次に、老人ホーム高社寮及び老人ホーム千曲荘の建て替えについてでございますが、当広
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域連合の施設運営等に関しましては、介護職員の確保や待機者解消等多くの課題について、

広域保健福祉推進研究会の報告も踏まえ、現在、継続的に検討しているところであります。 

 当広域連合施設のうち最も建築年数が古い高社寮が、本年度で築２７年、次に古い千曲荘

が養護２４年、特養１８年経過という状況であり、改修計画としましては、構造上の耐用年

数から見ても、おおむね３０年で大規模改修、４０年くらいは使いたいと考えており、特に

高社寮につきましては、唯一新耐震基準以前の建物であったため、本年度耐震診断を実施し

たところ、耐震性が高く、またコンクリート強度も十分あり、補強工事は必要ないとの診断

結果であります。 

 しかしながら、施設の老朽化は確実に進行しており、屋根の全面塗装や、壁のひび割れ補

修が必要な箇所もあり、平成２１年度から順次、屋根の全面塗装、壁のひび割れ補修、スプ

リンクラー設置等の大規模改修工事を進めていくこととしております。 

 また、千曲荘におきましても、今後スプリンクラーの設置や、屋根の改修等大規模改修工

事の計画を立てていく予定であります。 

 ＰＦＩ導入のご質問につきましては、まだまだ研究を始めたばかりで、勉強不足でありま

すが、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金や経営能力を活用して行う手法と

いうようでございます。本年度９月末現在の全国の状況を調べましたところ、地方公共団体

事業での導入件数は２３９件であり、県内では温泉施設の関係で１件という状況であり、あ

まり普及していない実態でありますが、関係する皆様のご意見等を聞きながら、研究してい

きたいと考えます。 

 以上でございます。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員、質問ありますか。 

 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） それでは、再質問をしたいと思いますが、今回は、昨年１０月に行い

ました一般質問の内容をさらに進化させたいと、そういった思いでやりたいなあと思ってお

ります。特に、今回は一問一答方式ということで、内容についても、ある程度お互いが理解

しながらということの方策だろうと、そんなふうに思っておりますので、よろしくお願いい

たしたいなあと、そんなふうに思っております。 

 それで、まず１番目の、大きな１番の北信広域観光の関係についてでございますが、まず

多摩市における観光キャンペーン、それについて先ほど報告がありました。内容的には、こ

れからもうちょっと煮詰めなくちゃいけない部分というのがあると思うんですが、次長が直
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接行かれたんでしょうか。行ってないですか。 

 それで私はね、やはり北信広域連合の予算というのは、非常に少ないというような感じが

しております。そういった意味で、やっぱり北信広域で単独に事業を進めるんじゃなくてね、

よく屋上に屋をつくる、そうした議論がされるわけなんですが、私はね、今、北信地方事務

所で行われている、やっぱり北信広域の観光推進の会議にやっぱり出席しまして、やっぱし

同じ運動体の中で、やっぱりやっていくということの方が、私は予算のやっぱり効率的な、

効果的な運用ができるんじゃないかと、私はそんなふうに考えておりますが、この３番の結

果を踏まえて、その辺のところはどうでしょうか。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） キャンペーンに限って言うと、やっぱり反省事項もたくさんあり

まして、やるとすれば、ちょっと考えなきゃいけないなという反省はあるわけでございまし

て、ことしはキャンペーンは予定しておらないということであります。 

 それとですね、連合長答弁にもあったんですが、この私ども観光事業というのを、一体ど

こまで何というんですかね、やるべきなのかというのを、再度また構成市町村の皆さんのご

意見を聞いてみて、確認する必要あるのかなと。先ほど屋上屋云々というお話もございまし

たが、財政もどの市町村も厳しいわけでありまして、私どもがやるとすると、すべて人も金

も、予算的にも市町村負担ということになるわけでありまして、基本的には６市町村の最大

公約数的なところでやっていかなきゃいけないというふうに考えているわけでございます。 

 その辺、再度また２１年度は確認していった方がいいのかなというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 よろしくお願いします。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） やっぱり北信観光、観光推進を考えるときに、広域観光は何かと、そ

の概念というか理念というか、その辺のところをきちっと抑えておかないと、方向性が出て

こないと思うんですが、次長は担当者として、広域観光についてどんなものの考え方をして

おるか、お聞かせください。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 私もまだよくわかってなくて、大変申しわけないんですが、広域

観光といいますと、ご旅行に来られる方が、どういった経路で動いていくのかなというとこ

ろの中で、広域的に連携していくというのが基本的になるのかなというふうに考えておるわ
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けでありまして、実体的にはきっとかなり広範囲に動いて、旅行される方は動いているんだ

ろうなあと。この北信圏域内には、とどまる人はわずかなのかなというふうに思っているわ

けであります。 

 そういった状況の中で、私どもの連合としてできるといいますか、今やっていることなん

ですが、北信州という名前の知名度アップですよね、そのあたりが、今６市町村では最大公

約数なのかなというふうに考えて、そんな程度にとどまっているというのが実態でございま

す。 

 よろしくお願いします。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） 知名度アップということで、ここに掲げられておるようなポスターを

つくったりだとか、チラシをつくったりとか、そういったことを行われているようなんです

が、果たしてこれが実際に観光の誘客に結びついているものかどうかということが把握され

ているんですよね。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 把握するすべがございませんので、把握はしてございません。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） やはり限られた予算をいかに効率的に使うかというところで、ただや

ればいいという問題じゃないですよね、はっきり言って。 

 それで、私、１０月の広域観光について、今、北信管内に来ている観光客というのは約

６００万人、これがずっとふえてないですよね、平成５年度から。逆に言うと減少傾向にあ

るんだと。それで、それぞれ各地域、飯山市、それから野沢温泉村、山ノ内町すべてありま

す。そういった数字をみんな入り込み数が減ってきているんだと、そういった観点の中で、

この管内の広域観光とは何かといったときに、これは少なくとも５００万人のお客さんが、

それぞれの地域を移動していただく、交流していただくということが、我々のこの北信広域

における、いわゆる観光の推進の、やっぱり一つのポイントなんだと私は思っております。 

 そういった中で、やはり例えば飯山に観光客連れてきている、それから、それぞれの地域

へ来ている、その人たちの移動はどうなっているのかということを、まず把握すること、そ

ういったことを私は提案しているんですが、その辺についてはどんなふうに考えております

かね。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 
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事務局次長（関谷竹志君） 特にその辺の調査は考えておらないわけですが、先ごろ地方事務

所さんでやられた資料が来ました。ちょっとまだよく分析してないんですが、こういったよ

うなことを研究していく必要はあるのかなというふうには考えております。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） こういったことがね、地方事務所なんかで盛んに行われているんです

よ。だからやっぱりそういったことの会議にやっぱり出ていく、そういった中で、北信広域

として何ができるかということ、そこが具体的に見えてくるんですよ。ただ、ここの事務所

の中にいただけじゃね、何も出てこないんですよ。 

 ただ、こんなものつくってさあ、やりましたというだけのことなんですよ。今度飯山市で

も、今度は広域観光について、新しいアクションプランが出されておりますよね。そういっ

たことについても積極的に参加して、広域として何ができるのかと、かけた予算の中で、そ

ういったことをお互いがやっぱり肩を組んでいかなくては、やっぱり北信広域の、具体的な

やっぱり政策が出てこないんだと、私は思いますよ。わずか５００万円でも、そういったこ

とにやっぱり有効的に使ってもらいたいと思うんですよ。 

 せっかくつくったものが、どんな効果が上がっているかもわからないとかね、特にね、ま

だ私はこういったポスターやったり、チラシをつくったりしてやっておられるんですが、

やっぱり北信広域という、具体的な何もプランが出てないんですよ。ただ見せるだけで、

じゃあ逆に言うと、こういったポスターが逆効果になる可能性だってあるんですよね。行っ

てみたらがっかりしましたと。 

 だからやっぱりね、一つの大きな流れの中に身を置くということが大切です。ぜひ北信地

方事務所で行われている推進会議に、ぜひ参加していただきたいし、それから飯山のアク

ションプランの会議にも、ぜひ広域としてやっぱり参加していただきたい。そういった中で

何をやるのかということを、お互いに協力してやっていくことをやっていただきたいと思い

ます。 

 これは、北信広域だけでは何も独自なものはできないと、私は断言しておきますよ。この

人数もいないし、何ができるんです。あなたはこれは介護保険の方もやらなくちゃいけない、

両方やらなくちゃいけない、だれも担当者いないでしょう。具体的にもう限界がわかって

おって、何もやらないということで、行動しないということでしたら、非常に問題ですから

ね。どうですかそれは。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 



 

－ 45 －  

事務局次長（関谷竹志君） 最初にも申し上げましたとおり、どこまで連合として、広域観光

に取り組んでいくのかというところが、はっきりしてないわけでございます。今、市町村圏

の基金の一部を使わせていただいて、職員も兼務体制という中でやっているんですが、これ

以上、例えばいろんな会合に出席していって、広域観光は相当部分連合で担っていくんだと

いうふうな既成事実といいますか、そういうものが、ただただ一人歩きしていった場合に、

私ども各市町村の負担も、それに伴っていただくような形でいいのかというような、ちょっ

と懸念もあるわけでございまして、もう１回構成市町村さんの意向を確認しながら、この先

を取り組んでいく、何といいますかね、方向を模索していかなきゃいけないというところで、

若干ちゅうちょしている部分があるということでございます。 

 よろしくお願いします。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） あのですね、広域の皆さんは広域観光が必要だと思っているんですか、

はっきり言って。だからこの広域で、やっぱり何をやってくれるのかというのを期待してい

るんですが、自分自身もわからないんだと、はっきり言っているんだったら、やっぱりこの

管内で行われている北信地方事務所中心の、やっぱりその会議に出席して、その担う部分は

何かということを具体的に見るということが大切なんじゃないですか。幾ら市町村の皆さん

に聞いても、何も答えは出てこないですよ、やはり必要だということはわかっているんです。

そのために北信地方事務所で会議に皆さん出て、何をやったらいいかと真剣に討議している

んですよ。そこに全然参加しないで、わかりません、わかりませんといっても、具体的なも

のは見えません。どこまでタッチしたらいいのかわかりません、それは当然ですよね、ここ

で考えてもわかりっこないです。やっぱり北信、やっておられる会議に出席して、その中で

果たす役割というのは具体的に見えてくるんであって、この中で幾らいて考えたって、何も

出てこないですよ。せいぜい出てくるのはこんなポスターくらいのことでしょう。 

 それで調査も何もやられないですね。移動調査もない、どんなふうにじゃあ観光客がこの

北信管内を移動しているんだと、その調査すら調べてない。何やるんですか、これ。もう

ちょっと答弁くださいよ、具体的に。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 何といいますかね、その要するに、その構成市町村からお金、負

担金なりかなりもらわないと、私ども全然動けないわけですよね。何の事業をするにしても、

ですので、構成市町村の方がね、要するにお金も人も幾らでも出すよと言っていただければ
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できるんですが、どんどん進んでいけるんですが、そういう状況に果たしてなるのかという

ところで、もう一回ちょっと確認していきたいということでございます。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） 金の話からということじゃないでしょうが、ちゃんとしたプランを出

してくれれば市町村が協力してくれるんですよ。それがないからお金が出せないんですよ。

逆ですよ、これは。余るほどのお金があれば、じゃあちゃんと何かできるんですか、そう

じゃないでしょう。具体的なプランニングがないからお金が出せないんですよ。それを誤解

しないでくださいよ、発想を。まずあなたが何をやるかということ知っておかなきゃだめな

んですよ。金は幾らあったってだめでしょう、４００万円だって結構なことできますよ、や

ろうと思えば。それがないから市町村がお金出せないんですよ。そのためにいろんな会議へ

出なさいということを、私は言っているんですよ。出ますか。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 構成市町村の皆さんとも十分協議しながら、また取り入れたいと

いうふうに思います。よろしくお願いします。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） 相談しながらじゃないですよ、まずあなたが、ここの責任者なんで

しょう、そういうところからものを発想してくださいよ。何を相談するんですか、この理事

者の皆さんに、あなたは。何を相談しようとしているんですか、言ってください。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 申し上げましたとおり、広域連合として、この観光事業をどこま

でやるべきなのか、そういう相談をしたいというふうに思います。 

 当然、最大公約数的な事業になると思うんですが、そういったところで市町村の負担との

兼ね合いの中で、それぞれ市町村としてのご意見があると思うんです。そういったところを

ちょっと聞いてみたいなというふうに思っています。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） 時間がちょっと見えないんですよ、何分あるかというのが、全然わか

らないんですよ。ちょっとちゃんとやってくださいよ。 

議長（佐藤正夫君） あと８分です。 

１５番（佐藤武士君） ちゃんと見せてくれないとわからないでしょう。これも時間との兼ね

合いあるので、そっちも見せてくれないんですか。 
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議長（佐藤正夫君） あとは８分。 

１５番（佐藤武士君） 本当に次長ね、もともとこの発想が違うんですよ、相談してから何か

やるんじゃないんですよ、はっきり言って。それはそうなってくるとまとまりませんよ、こ

れ皆さんの意見聞いてて、あなたどんなふうにまとめるんですか。少なくともあなたがどう

したいのかというものをはっきり出して、皆さんこうしますけれどどうですかと、そういっ

た方向で出さないと、皆様の意見聞いてから何かやるというのは、これだけ市町村がものの

考え方が違うんだということをさんざん言ったわけでしょう、温度格差があるんだと。そう

いったことをわかりながら、わかりながらもまた聞くんですか。 

 そうじゃなくて、そういった中で、ちゃんと自分はどんなことでやるんだということを、

はっきり自分で考えて示さなきゃだめですよ。それにはいろんな会議に出て、いろんなヒン

トを得てくださいよ。それだけですよ。再度お聞きします。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 前向きに地方事務所とも連携をとりながら、進めてみたいという

ふうに思います。 

議長（佐藤正夫君） 小田切連合長。 

広域連合長（小田切治世君） 広域連合といっても、いろんなその連合ありまして、例えば診

療所まで持っている、病院まで持っているという、そういうところから、我々のような小さ

い連合がありまして、先ほども佐藤議員言われたように、少ない予算の中で、それを有効に

使ってこれからやっていきたいと、そう思っておりますので、その辺のことをお願いします。 

 以上です。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） 私はそれを考えてから今努力しろと言っているんです。だからきちっ

と方向性を出しなさいと、事務局長に言っているんですが、次長に、それにはどうしたらい

いか、具体的に言っているのは、ちゃんと会議に出なさいと、そう出ることによって具体的

な方向性が見えると、それぞれ皆さんに、首長さんに聞いても、きっといろんな意見が出て

きてまとまりがつきませんよ。 

 それでは、その次の２番の、大きな２番へ行きたいと思います。ＰＦＩ導入について、次

長の方にもぜひ検討してもらいたいと、そんなふうに申し入れしておきました。どの程度研

究されたのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 
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事務局次長（関谷竹志君） １０月の定例会でお話をいただきまして、インターネットでいろ

いろ見てみたり、この近所で綿内ですか、あそこで、長野市が発注した温泉施設があるわけ

ですが、ちょっとそこへお邪魔いたしまして、そこでお話を聞いてみたりいたしました。そ

ういった中では、事前準備が非常に膨大といいますか、大変だなと。専門のコンサルタント

を入れないと、ちょっとこれは無理なのかなというふうな思いありましたし、綿内のその施

設でも、そのようにしたということでございます。 

 それと、このＰＦＩ法ができましてから、１０年ほどたつというんですが、あまり拡大し

ていかないという感じを受けました。お聞きしますと、管内市町村でも随分研究されたとこ

ろもあるようですので、そちらの方のお話も今後聞いてみたいというふうに思っています。 

 以上です。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） 件数がなかなかふえないというようですが、これ当初から比べれば、

もう何十倍超えているんですね、はっきり言って。それはとらえ方の問題で、なかなかＰＦ

Ｉ云々という話と全然違うんですよね。 

 それでＰＦＩということは、今この広域におきましても委託事業、民間委託って、アウト

ソーシングというのは行われているんですが、違いがわかっておりますか。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） ＰＦＩの場合には、非常に長期の契約の中で、何といいますかね、

リスクを十分研究しながら、どのように分担していくのかというのを想定した契約をしなが

ら、運営等をお願いしていくというようなやり方なのかなという理解でおります。 

 以上です。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） そのメリットは何でしょうか。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 多分その何というかな、その長期にわたりまして、安定的な支出

といいますか、固定的な支出で計画が立つという部分のメリットはあるのかなというふうに

思いますが、逆に財政支出が硬直化していくおそれというのはないのかなというふうな印象

も受けました。 

 以上です。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 
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１５番（佐藤武士君） ちょっと私の方から、じゃあ民間の、今までの民間の委託、アウト

ソーシングとＰＦＩの違いはどこにあるのかということだけ、ちょっと言っておきます。

言っておきたいと思いますが、まず先に、今言われたように、契約期間というのは非常に長

くなる。それからＰＦＩにおいては、大きな事業が一括して全部委託されると。今までの民

間の委託の事業というのは個別で、それぞれ分野ごとに委託されていた。そういったものが

全体的に、いわゆるその委託業者、ＳＰＣ、それは共同事業体を立ち上げればなるんですが、

それにそっくり委託されるというふうになっております。それから、次長の方も今言われた

ように、だから個別的なものじゃなくて一括、長期間の契約とやっぱり全体的に契約すると

いうことで、そこによって、初めて民間のいろいろなノウハウが生かされるというのが、Ｐ

ＦＩの一つの特徴です。 

 それからもう一つは、ＰＦＩの一つ特徴的なことというのは、やっぱり長期間の契約であ

るし、排他的で孤立になっちゃいますので、まず説明、将来的にそれが本当に事業として妥

当なものかどうかという、そういった事業計画、そういったものが事前に、綿密にいわゆる

説明責任、説明しなくちゃいけないし、それはまずは民間もやっぱり計算しなくちゃいけな

い。そういったやっぱり事前のやっぱりいろんな調査が行われると、それが今までの、いわ

ゆる委託事業とはまた違うと。そこにおいて、初めてやっぱりその事業の妥当性というもの

が、私たちと、だから企業との間にやり取りができるわけですし、そういったことが、また

民間に対して説明ができるというふうになっておると思うんです。 

 私はそういったことで、やっぱり一つの方策として、非常に私ＰＦＩ事業というのは、こ

れからやっぱり公共の事業を考えるときに、非常にいい手だてだと、入れるかどうかは別に

しても、やっぱりこれは、これからいわゆる公共事業が果たして、いわゆる住民にとって妥

当性のあるものかどうかという、やっぱりそれを調査するためには、本当にＰＦＩ事業の

やっぱりそういった事業計画的なやり方、進めていくやり方というのは、非常にこれから

我々公共事業をやっていくものにとっては、参考になる部分があるんじゃないかなと、そん

なふうに思っております。 

 そういったことで、ぜひＰＦＩ事業をもっともっと研究してもらいたいと、私は心の中で

思っているんですが、そういった中で、何が問題点というか、勉強してくださって、こう

いったことが疑問になるということが何かあります。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 特に、もっともっと勉強する必要はあるなというふうに思ってい
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ますし、そういう意味では特にありませんが。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） それで検討推進委員会の中では、将来的には民間の方に委託したいん

だということの結論を出しているわけですが、そのイメージって、どんなイメージなんです

かね。民間に委託するというのは。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 今、長野広域で進めていますが、今ある施設の運営を、民間事業

者にすべてお渡しするというイメージでいるんです。 

 以上です。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） そういった委託するといったときに、ＰＦＩという、だから方式で入

れたらどうかというものの考え、ものを言っているんです。 

 例えば今回、建て替えじゃなくて改修というような形で行われますよね。それで、そんな

中で特に屋根、それから外壁とか、スプリンクラーというのをつけてということなんですが、

私はね、これくらい将来、この高社寮、あるいは千曲荘、そういったものを将来どんな形に

していくかというもののプランをまず立てる、そういったことが必要だと思うんですが、そ

ういったものは立てておらんですね。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） プランといいますか、今考えているのは、このまま私どもの運営

で行くのか、条件が整えば民営化の方向に行ければというふうな、その二者択一程度なんで

すが、お願いします。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） その辺のところを、具体的に何も見えないですよね。ただ、    

その辺のところは、じゃあ自分たちでやった方がいいか、民営でやった方がいいかというこ

と、どういうふうに比較するんですか。それがＰＦＩだと私は言っているんですけれどね。

既存のやり方と、じゃあ民間に委託したらどうなのかと、それがまさにＰＦＩの事業なんで

すよ。それのため利益が生まれるのがバリュー・フォー・マネーというんですけれどね。バ

リュー・フォー・マネーが生まれるんだったらＰＦＩ事業の方が得だろうなと。生まれない

んだったら今までどおり、個別に皆さんに委託しながら我々やっていく方が得なんだと、そ

うした比較、ものの考え方が、ＰＦＩ事業の導入のときに行われるんですが、まずはやって
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みて、それは任せればいいなんていって、具体的な数字って何も出てこない、そのやり方も

何も説明ない。どんな形で民間へ委託されるんですか。ただ丸投げなんですか。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 今考えていますのは、長野広域と同じような方式で、今ある施設

を民間の方にお渡しして、運営をすべてお願いしていくというようなイメージでおるわけで

ございますが、なかなかその段取りができないということで、ちょっと方針が、まだはっき

り決まっているわけではないということでございます。 

議長（佐藤正夫君） 佐藤議員。 

１５番（佐藤武士君） どっちにしても、将来的には民間へ出すかどうかというのはね、自分

たちが将来設計というのものをきちっと出さないことには、何の見積もりも出てこないしね、

それから先ほど青木議員の方から、施設内のいわゆる労働環境の問題も出ておりました。山

ノ内町社協の場合は、第三機関に任せて、いろんなサービスはどうなのか、それから職員の

その労働条件はどうなのかというようなことをやっているんですよね。そういったことも

やっておられますかね、調査を。 

 やっぱりこれからの先の、やっぱり施設のことを考えたときには、まずそういった調査を

ね、具体的な資料を持たないと、基礎データを持たないと、これからどうするんだというの

が何も出てこないですよ。ただ、これがかかるからやればいい、これがかかるからやればい

いというのは、何も効率だとか効果というのは考えてないんじゃないですか。本当にそれこ

そお役所さんの考える考えであって、かかったお金を考えれば、みんな上に行けばいいやな

んていうものの考えと一緒だと思うんですね。その辺のところしっかり考えてくださいよ。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） というようなことで、今、報告１８年にもらってから、どういう

方向に持っていくのかということで、幹事会、正副連合長会等で一生懸命検討しておるとい

うところでございます。 

 それで第三者評価についても、研究はしたんですが、なかなかまだ定着した業者がないと

いうようなことで、もう少し様子を見たいということでございます。 

 よろしくお願いをします。 

議長（佐藤正夫君） 以上をもちまして、佐藤武士議員の質問を終結いたします。 

 ここで１０分間休憩いたします。 

 （休 憩）      （午前１１時１２分） 
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 （再 開）      （午前１１時２２分） 

議長（佐藤正夫君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 一般質問を続けます。 

 順位２番、介護保険関係について。 

 １７番、青木豊一議員。 

（１７番 青木豊一君 登壇） 

１７番（青木豊一君） 青木豊一でございます。介護保険関係につきまして、４点質問いたし

ます。 

 介護保険が始まり、１０年目を迎えようとしております。当初、だれでもどこでも安心し

て介護を受けられるとの政府の宣伝文句とは、現実には大きな乖離があります。重い利用料、

施設不足で介護を受けたくても受けられず、介護難民がふえ、高齢者の皆さんは後期高齢者

医療と相まって、生きているのが悪いようだとの悲痛の声さえ聞こえているのが現実です。 

 一方、施設やそこで働く皆さんの報酬単価の引き下げによるさまざまな問題、矛盾が噴出

しています。管内の高齢者とご家族は、安心して老後を送りたい、住みなれた地域で暮らし

続けたいと願っておられます。こうした地域住民や働く皆さん方にこたえる観点に立ち、次

の４点について伺います。 

 １点、特別養護老人ホームの入所基準の見直しについて、過去にも改善を求めましたが、

どのような検討をされ、今日に至っているのでしょうか。 

 ２点、厚生労働省は４月から介護保険制度の新しい要介護認定方式を変更するためモデル

事業を行い、昨年１１月末に結果を発表し、現行制度と余り変化のない旨といたしました。

その後、日本共産党の小池参議院議員が、各階層の詳細な回答を求めたところ、全国的には

２割から３割が現行より軽度になることが明らかになりました。管内の実態及び対応につい

てお伺いいたします。 

 ３点、介護職員、とりわけ嘱託職員の待遇改善について伺います。これまで改善を再三求

め、順次改善をされておりますが、しかし、現状は大きな格差があります。これは単に嘱託

職員の問題にとどまらない問題です。まして特養施設は長い間社会に尽くされた高齢者の皆

さんが入所されています。こうした皆さんの命と生活、人権を守られなければならないとこ

ろです。そこで働く嘱託職員が官制ワーキングプア状態に置かれてよいでしょうか。改めて

改善を求めます。 

 ４点、特別養護老人ホーム、いわゆる特養の今後のあり方についてお伺いいたします。 
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 以上であります。 

議長（佐藤正夫君） 小田切広域連合長。 

（広域連合長 小田切治世君 登壇） 

広域連合長（小田切治世君） ただいまの青木議員のご質問に対し、お答えいたします。 

 まず、特養の入所検討基準の見直しについてでありますが、当広域連合では、県の入所ガ

イドラインに沿って、入所検討委員会において、介護度や在宅サービス利用率等の個別評価

点と入所申込書、及び情報提供票の記載内容等について総合的に検討を行い、個別評価点と

同程度の配点割合である勘案要件の点数を決定しております。 

 当入所検討委員会においては、このガイドラインの運用につきまして、実情にあったもの

かどうか、平成１８年８月の第５回から平成１９年１月の第１０回までの委員会で、待機者

状況等の把握や、県内広域連合及び他県のガイドラインとの比較、また在宅サービス利用率

の配点を下げたシミュレーション等を行い、検討を行ってまいりました。 

 現在は、そういった意見や提言を踏まえ、現行のガイドラインが妥当ではないかと判断し、

運用しているところであります。引き続き、他の広域連合や介護保険事業所との連携、情報

交換を行う中で、寄せられた要望に耳を傾けながら、ガイドラインの研究、検討を続けてい

きたいと考えております。 

 次に、介護保険認定モデル基準に伴う判定結果と対応についてでありますが、当広域連合

では平成１２年に北信広域連合介護認定審査会を設置し、今日まで医療・保健・福祉の学識

経験者の皆様に審査委員をお願いし、年間５，０００件に上る審査判定を実施しているとこ

ろであります。 

 介護保険制度につきましては、平成１７年度に法律の一部が改正され、平成１８年度には

制度全般に対する見直しが行われ、要介護認定の手法についても、予防給付の対象者を選定

する観点から見直しが行われたところであります。 

 また、平成２１年の４月から要介護認定の適正化と認定の効率化を図るため、認定調査項

目や要介護認定等基準時間の推計方法等についての要介護認定に対する全面的な見直しが行

われることになりました。 

 ご質問のありました認定モデルの関係につきましては、平成２０年度１０月に認定申請の

あった者の中で、モデル審査を行うことについて了解をいただき、更新及び新規申請者

１８名について、現行による審査と並行して、研究段階での新審査項目により審査判定を行

いました。 
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 判定結果につきましては、認知症高齢者に対する介護の時間が反映されていなかったこと

や、新しい判断基準と異なる項目等があったため、一概に比較することは難しいと思われま

すが、国等からの結果概要では、モデル事業による重度変更、軽度変更とも平準化が図られ、

全体の判定結果は、ほぼ現行の審査判定と同等であるとのことであります。 

 今後の対応につきましては、２月に県主催による審査委員研修会が、圏域ごとにこの会場

においても開催が予定されておりますので、全委員に出席いただき、審査判定の知識習得等

により、公平な審査判定に万全を期してまいりたいと考えております。 

 次に、職員の待遇改善についてでありますが、当広域連合におきましては、施設職員が働

きやすい職場環境づくりを進めるとともに、優秀な人材の確保を図るため、勤務条件等職員

の待遇改善に努めてきているところであります。これまでにも職員が年休を取得しやすい体

制づくりのため、年休対応として、嘱託職員を１名各施設に配置しているほか、個別ケアや

認知症等に対応するための嘱託職員を加配してきております。 

 また、嘱託職員の報酬額につきましても、資格を有する者の報酬額の引き上げや、勤務期

間等を考慮して、報酬額の増額を行うなど、改善を図ってきたところでありますが、さらに

平成２１年度からは割り増し報酬の支給月数を、年間１．５カ月分から２．０カ月分に支給

可能とし、優秀な人材の確保に努めることとしております。 

 なお、平成２１年度からの介護報酬の改定につきましては、職員の経験年数や取得資格な

ども加算対象となる予定でありますが、詳細な内容が不明であり、今後対応について検討し

てまいりたいと考えています。 

 次に、特養のあり方のご質問でありますが、当広域連合管理の施設のあり方等につきまし

ては、平成１８年の保健福祉研究会及び翌年の保健福祉推進委員会での検討結果を踏まえて、

現在内部で継続して検討を行っているところであります。 

 財政シミュレーションでは、順次民営化していく場合、残りの施設の人件費が高騰し、基

金を食いつぶしても不足することが想定され、また、起債償還が困難な状況となる施設が出

てくるため、他の施設の財政調整基金を充てなければならない中で、起債償還が済んでいる

比較的運営が良好な施設を手放すことは、さらに財政状況を悪化させる結果となることが予

想されます。 

 経営全体のことを考えると、起債償還の状況、嘱託介護員の確保等、まだまだ民営化への

環境が整ったとは言いがたいと思われますので、引き続き備品、消耗品等の一括購入等、経

費削減を図りながら、介護職員の確保や嘱託医の課題、また待機者解消等の問題を含めて、



 

－ 55 －  

継続して検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員、再質問ありますか。 

 青木議員。 

１７番（青木豊一君） それでは、最初に、モデル事業についてお伺いしたいんですけれども、

管内の大まかな状況をお伺いしたんですが、いわゆる現行制度に比して、モデル事業で後退

した件数というのは何件あるのか、お伺いします。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 管内の、圏域内の状況でございますが、全部で１８件、申し上げ

ましたように１８件やりまして、現行の審査判定と比較しますと、軽度に出たという方が

７件、重度に出たという方が１件というような結果になってございます。ただ、このときは

何といいますか、例えば認知症など基準時間の積み足しがされていなかったなど、新基準と

は、実際にこれから扱われる新基準とは違う内容であったと。言うならば設計途上の基準を

当てはめたというようなことでございます。国の方では一定の評価をしておるようでござい

ますが、そういうことでございます。 

 よろしくお願いします。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員。 

１７番（青木豊一君） １５が７ということは、パーセントで言うと約３９％ほどになると判

断できますが、それでよろしいでしょうか。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） よろしいと思います。軽度です、申しわけございません、現行の

基準に比較しまして、軽度になったのが７件、重度になった人が１件、１人ということでご

ざいます。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員。 

１７番（青木豊一君） そうすると、先ほどのお答えとちょっとあれだと思うので、私の方か

ら別な観点からお伺いします。 

 私がこれを調べてみますと、モデル審査判定の２次判定と、現行の２次判定を比較すると、

軽度になった人が３、重度が４、変更なしが４と、この１人の違いなんですが、これは

２２．２％に当たります。先ほどお答えがありましたように、５，０００件の審査をすれば、

２００人を超す皆さん方が軽度に移行すると。こういうやはり心配があるわけですが、その
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ことについて、改めてご意見を聞かせてください。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） このモデル事業と申しますのは、先ほど申し上げましたとおり、

まだ設計途上のようでございます。私どもとしますれば、これは国の制度でございますので、

国の方向に従ってやるより仕方がないなというふうに思っているわけでございます。 

 このあと介護調査員等の研修会もございますので、そういった中で十分勉強しながら、進

めてまいりたいというふうに思っております。 

 よろしくお願いします。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員。 

１７番（青木豊一君） 国の制度なんですが、こういう変化について、現場としてモデル事業

ですから、当然意見が求められたと思うんですが、どういう意見を付されたのかを聞かせて

ください。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 特に、意見は求められておりません。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員。 

１７番（青木豊一君） ご承知のように、要介護から要支援に仮になったとすると、施設入所

はだめになる、あるいはまた訪問介護利用も制限されると。特に、やはり国が軽度の人たち

をいかにしてこの介護保険から外すかと、現にこの広域圏の中でも、いわゆる非該当という

ふうにモデル事業では判定されている方がいるわけですね。そうすると介護保険のもう対象

外にされてしまうと。あるいはまた先ほど言いましたように、要介護から要支援になります

と、訪問介護も制限されるし、要介護２から要介護１以下にされると、電動ベッド等の貸与

が不可能になると、こういう制限が出てくるわけですけれども、この問題はまさにやはりこ

の在宅介護を進めていく上で、絶対にやはり欠かせないものだというふうに思うわけであり

ます。そういう点で、ぜひこの問題は、やはり現場の声もしっかりやはり国に伝えて、介護

難民を出さないようにお願いしたいと思うんですが、お考えをお伺いします。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 先ほども申し上げましたとおり、これから開かれます研修会等で

一生懸命勉強して、私どもとすれば間違いのないように進めていくより仕方がないなという

ふうに考えておるわけでございまして、また意見、申し述べる機会がありますれば、そこで

ぜひ感想等は申し上げていきたいというふうに考えております。 
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議長（佐藤正夫君） 青木議員。 

１７番（青木豊一君） ぜひ、やはり現場の声が、一番やはり大事な問題だと思いますので、

ぜひそうした問題についても要望していただきたいというふうに思います。 

 続きまして、介護職員の待遇改善についてお伺いしたいと思いますが、特にその中で、介

護職員の問題についてお伺いいたします。今日の余りにも大企業の激しい派遣切り、雇いど

めが横行されておりますから、ワーキングプアの問題が後景に追いやられたような状況に

なっています。しかし、先ほども質問で申し上げましたように、介護保険におけるこの職員、

なかんずく嘱託職員は３７％弱というのが現状です。ところが議案質疑でもお伺いしました

ように、正規職員の人たちは療養休暇を取るが、嘱託職員の場合は、結果的には病状がもと

でやめざるを得ないと。これはやはり余りにも同じこの職場で、待遇が違いすぎるのではな

いかと、こういうことに対する改善はどのようにお考えになっているのか、お伺いしたいと

思います。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 嘱託職員の待遇改善につきましては、やってきておるところでご

ざいまして、昇給制度ですとか、先ほど連合長答弁にありますとおり、新年度からは割り増

し報酬、期末手当に当たるようなものの部分ですが、年間０．５カ月ふやしていくというよ

うな対応をさせていただいておりますし、お休みの部分の話もありましたが、現実的には年

休取得が、嘱託職員の方が若干少ないわけでございます。この辺につきましても、状況等分

析しながら、さらに待遇改善には努めていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員。 

１７番（青木豊一君） 給与等の問題については、後ほどお伺いしますけれども、最初にやは

り介護職員が、先ほどの議案質疑でしたらあの程度といいましたが、まず健康状態が調査さ

れてない、なおかつ病気になったときには医療保障の体制がない。これはやはり、この人間

としてですね、私はあってはならないことだと思うんですが、この改善についての検討をど

うお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 健康状態につきましては、健康診断といいますか、それは毎年嘱

託職員の方にもやっていただいております。医療体制につきましては、社会保険加入できる

方は全員加入というようなことで行っております。 
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 以上です。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員。 

１７番（青木豊一君） ぜひ療養休暇としてですね、賃金も保障され、正職員と同じような対

応をとっていただくことを強く求めたいというふうに思います。 

 それから、このいわゆる介護職員が正規職員の皆さんと、どういうその形で仕事をされて

いるかといいますと、一つはやはり正規職員と嘱託職員の月平均の夜勤回数、そしてまた先

ほどもお答えがありましたように、詳細はなかったんですが、有給休暇の取得回数をそれぞ

れ平均何日になっているのか、お伺いしたいと思います。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 夜勤の回数でございますが、ことし４月から１２月まででありま

す。嘱託職員３．９３日、一月３．９３日平均ということになっています。正規は

３．８９ということでございまいす。 

 それで有給休暇でございますが、これは１９年度の取得状況でございます。１９年４月か

ら２０年３月３１日ですが、嘱託職員が６．７日、正規が８．３日という結果になってござ

います。 

 以上です。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員。 

１７番（青木豊一君） この今お答えがありましたように、いわゆる有給休暇の取得回数は嘱

託職員が少ない、一方、夜勤回数は若干ですけれども、嘱託職員の方が多い、こういうその

現実の中で、嘱託職員がこの働いておられるわけです。しかもその比率は、先ほども申し上

げましたように３７％弱と、まさにこの嘱託職員の皆さん方があってこそ、業務も、そして

また財政的にも成り立っていると、これがやはり現実だと思うんですね。 

 こういう状況を、しかも給与についてでありますけれども、嘱託職員の場合は報酬ですが、

平均月１８万ほどだったと思うんですが、嘱託職員の場合は給料が約１５万３，０００円、

正規の皆さん方は約２４万７，０００円と、こういうふうな形で、この仕事は同じだけれど

も、受け取る言ってみれば評価ですね、報酬は大幅にやはり少ないと。これはやはりまさに

民間云々という話があるわけですけれども、そういうやはりこの方向に進む、そういう、結

果的には民間が全体としてそういう方向になっていくということだと思うわけです。 

 私はここで、こういう現状をこのまま続けていっていいのかどうか、先ほど答弁では、こ

の嘱託職員の確保云々と民営化は、この同じ方向に向かって進んでいっていると、こういう
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やはりお話があったと思う、お答えがあったと思うんですけれども、私はやはり、そうした

やはり民営化路線ではなくて、今日のやはり世界不況から来た経済危機、また日本そのもの

が外需頼みによって引き起こした、そして働く皆さんには徹底して安い賃金を強い、その利

益は経営者が受け取るという、これがやはり今日の日本経済をここまで陥れた大きな要因に

なっていると思うんです。そのことをやはり行政が先に立ってやっているということは、私

は理解しがたいことであります。 

 ですから、先ほどもお答えがありましたように、改善されていることは事実ですけれども、

しかし、私はやはり、こうしたやはり本給そのものが改善が求められるというふうに思うわ

けですけれども、この点について、改めてお伺いしたいと思います。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 精いっぱい待遇改善には努めておるわけでございまして、昨年、

昇給制度も取り入れました。現状ではこれが精いっぱいかなというところで、今後さらに詰

めていきたいと思います。現実的には嘱託職員の方も平均年数が３年ぐらいですか、になる

かと思いますが、そのぐらいでおやめになるわけでございますので、正規職員は平均十五、

六年になるわけでございまして、内容的には、表面的には同じ業務ということになるんです

が、中身的には正規職員には国家資格も十分しっかり目指してもらって、それなりの結果も

出ていますし、そういった自覚を持って仕事をしていただいているというふうに理解してお

ります。当然、嘱託職員に対して指導といいますか、そういった部分もしっかりやりながら、

待遇改善についても継続して研究していきたいというふうに考えております。 

 よろしくお願いします。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員。 

１７番（青木豊一君） 私は今の正規職員が十分ということは言いませんけれども、正規職員

の皆さん方と比較された場合、そしてまたこの連合管内の特養等が運営されていく上で、嘱

託職員の皆さん方が、どういうやはり犠牲になっておられるかどうか、ちょっと調べてみま

すと、例えば報酬や手当を含めた１人当たりの給与で見ますと、正規職員の平均が約

４４４万７，０００円弱、嘱託職員の皆さんは約２３０万１，０００円と、この結果、どう

いうその営業といいますかね、施設に利益をもたらすかと。１億３，０００万円が、もし嘱

託の皆さんをすべて正規で雇った場合に、１億３，０００万円という費用が必要なんです、

年間。こういうやはり状況の中で、嘱託職員の皆さん方は確かに国家資格はないかもしれな

いけれども、逆に同じ仕事をし、能力はあっても、一切管理職には、正規は別ですよ、つけ
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ないと、こういうふうなやはり現状に置かれています。 

 これがさらに共済費を含めますと、１億６，０００万円です。まさにこの嘱託職員の皆さ

ん方のこうした低賃金、これがやはりこの施設運営の財政上の大きな支柱になっているとい

うのが実態だというふうに思うわけです。 

 ですから、私はこうしたやはりこの現状を踏まえてですね、やはり一挙にそういかなかっ

たとしても、一層やはりこういう方向に近づけていただくということが、やはり求められる

と思うんですが、連合長いかがでしょうか、時間的なあれもありませんけれども、考え方と

してですね、ぜひお答えいただければと思います。 

議長（佐藤正夫君） 小田切連合長。 

広域連合長（小田切治世君） ただいま青木議員の言われたとおりだと思います。幾らでも

我々も出せれば、全員、正規の職員でやりたいと思うのは、これは皆さんと同じ考えだと

思っております。そして私も高社寮で１年働きましたが、とっても皆さんよく働いてくれま

す。問題は、これからのその嘱託職員が、これからまたどんどん集まるかどうかが、一番心

配しているんです、実は。団塊の世代がこれから１０年、２０年すると、ますますその介護

要員というのは必要になるわけで、その辺のところをこの連合としても、もうちょっと考え

ていかなくちゃいけないのかなあと、そんなことを思っております。 

 あと、先ほど介護認定の話もありましたけれど、平成１２年にできて、これで約１０年と。

これで判定ソフトが、本来ならコンピューター判定ですべてまずは１次判定をやってもらっ

てというのが、私の希望なんですけれど、なかなか国の方はそういうふうにしてくれません。

それは要望を毎回しています。そうすると、それだけで審査委員会の経費が浮くわけでして、

ただ、国の方策としてそういうものですから、なかなかここだけでやるわけにはいかないと、

そんなこともありまして、そういうことで勉強していきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員。 

１７番（青木豊一君） 例えばですね、本予算には計上されていませんが、昨年度までは人材

派遣から見えていたわけですが、この方は年間３５３万円なんですよ。ですから、人材派遣

会社には３５８万円も払えるけれども、本気で今連合長も言われましたように、一生懸命尽

くしておられる、その人たちがこれよりもかはるかにやはり少ない報酬であると。こういう

やはり現実があるわけです。 

 同時にまた、この県が行いました福祉施設の調査を見ましても、定着が困難な理由を三つ
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挙げて書けというふうにいわれていますが、その最も多いのが、給与等の金額が低いと、こ

れは何と７０．２％を占めているわけですね。２番目は雇用形態が常勤非常勤一緒ですけれ

ども、本人の希望と合わないと。３番目が、これは５７．１です。 

議長（佐藤正夫君） 青木議員、質問時間が終了しました。 

１７番（青木豊一君） ああそうですか。じゃあもう１個だけ、夜勤などがあるといって

２７．３で３番目と、こういうふうなやはり現状から、ぜひ私はやはり改めて、この嘱託職

員の待遇改善をお願いしたいと強く要望いたしまして、時間が来ましたので、質問を終わり

ます。よろしくお願いします。 

議長（佐藤正夫君） 事務局次長。 

事務局次長（関谷竹志君） 先ほども申し上げましたとおり、引き続き改善に向けて研究はし

ていきたいと思います。ただ一定の、この圏域内にも民間の事業者というのも、かなりでき

ておるわけでございます。そういったところの待遇も研究しながら、今後の待遇のあり方等

を研究していきたいというふうに考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

議長（佐藤正夫君） 以上をもちまして、青木豊一議員の質問を終結いたします。 

 ここで昼食のため、午後１時００分まで休憩いたします。 

 （休 憩）      （午後 ０時００分） 

 （再 開）      （午後 １時００分） 

議長（佐藤正夫君） 休憩前に引き続いて会議を再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ３ 討論、採決 

議長（佐藤正夫君） 日程３、討論、採決を行います。 

 初めに討論を行います。討論のあります方は早急に書面をもって議長の手元まで通告を願

います。なお、発言通告書は事務局長のところにあります。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 （休 憩）      （午後 １時００分） 

 （再 開）      （午後 １時００分） 

議長（佐藤正夫君） 休憩前に引き続いて会議を再開します。 

 通告がありませんので、以上で討論を終結いたします。 

 これより採決に入ります。 
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 初めに、議案第１号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例案について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第１号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議案第１号については原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第２号 平成２１年度一般会計予算について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第２号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議案第２号については原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第３号 平成２１年度特別養護老人ホーム望岳荘事業特別会計予算について採

決いたします。 

 お諮りいたします。議案第３号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議案第３号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第４号 平成２１年度特別養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算について採

決いたします。 

 お諮りいたします。議案第４号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議案第４号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第５号 平成２１年度養護老人ホーム高社寮事業特別会計予算について採決い

たします。 

 お諮りいたします。議案第５号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を
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求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第６号 平成２１年度特別養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算について採

決いたします。 

 お諮りいたします。議案第６号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議案第６号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第７号 平成２１年度養護老人ホーム千曲荘事業特別会計予算について採決い

たします。 

 お諮りいたします。議案第７号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議案第７号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第８号 平成２１年度特別養護老人ホームいで湯の里事業特別会計予算につい

て採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第８号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議案第８号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第９号 平成２１年度特別養護老人ホーム菜の花苑事業特別会計予算について

採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第９号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

（起 立 全 員） 
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議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議案第９号は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第１０号 平成２１年度特別養護老人ホームふるさと苑事業特別会計予算につ

いて採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第１０号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議案第１０号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第１１号 平成２１年度ふるさと市町村圏事業特別会計予算について採決いた

します。 

 お諮りいたします。議案第１１号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議案第１１号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第１２号 平成２１年度公平委員会特別会計予算について採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第１２号について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議案第１２号は原案のとおり可決されま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ４ 議第１号 北信広域連合議会会議規則の一部を改正する規則案 

議長（佐藤正夫君） 日程４、議第１号 北信広域連合議会会議規則の一部を改正する規則案

を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 ２２番、湯本隆英議員。 

（２２番 湯本隆英君 登壇） 

２２番（湯本隆英君） 議第１号 北信広域連合議会会議規則の一部を改正する規則案につい
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て、提案説明を行います。 

 主な改正点は、地方自治法の一部改正に伴い、議会活動の範囲を明確化するため、協議等

の場を設けることについて、所要の改正を行うものであります。 

 具体的には、会議規則に協議等の場として、議会全員協議会及び市町村議会代表者会議を

明記するとともに、臨時的に必要な協議の場についても、議決により設置できるようにした

ものであります。 

 以上、提案させていただきましたが、議員各位のご理解とご賛成をいただきますようお願

い申し上げまして、提案説明といたします。 

 以上です。 

議長（佐藤正夫君） 議案質疑を行います。 

 議第１号 北信広域連合議会会議規則の一部を改正する規則案についてお願いします。 

（「なし」の声あり） 

議長（佐藤正夫君） ありませんので、以上で議案質疑を終結いたします。 

 続いて、討論を行います。討論のあります方は、早急に書面をもって議長の手元まで通告

願います。なお、発言通告書は事務局長のところにあります。 

 通告がありませんので、以上で討論を終結いたします。 

 これより採決に入ります。 

 議第１号 北信広域連合議会会議規則の一部を改正する規則案について、原案のとおり可

決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

議長（佐藤正夫君） 起立全員であります。よって、議第１号は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（佐藤正夫君） 以上で、予定した議事はすべて終了いたしました。 

 ここで広域連合長からあいさつがあります。 

 小田切広域連合長。 

（広域連合長 小田切治世君 登壇） 

広域連合長（小田切治世君） どうも皆様ご苦労さまでした。 

 平成２１年第１回議会定例会を閉会するに当たり、一言御礼のごあいさつを申し上げます。 

 ２月３日に開会し、本日まで７日間にわたって、会期中、議員各位におかれましては慎重

にご審議いただき、上程を申し上げた各議案を、それぞれお認めいただき、まことにありが
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とうございました。 

 今後とも各市町村の連携を深め、そしてなお議員の皆様にも、北信地域発展のため今後と

もより一層のご支援をいただき、閉会のあいさつといたします。 

 本日はどうもご苦労さまでした。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ５ 閉  会 

議長（佐藤正夫君） 以上をもちまして、平成２１年第１回北信広域連合議会定例会を閉会い

たします。皆様ご苦労さまでした。 

 （閉 会）      （午後 １時１１分） 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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